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(57)【要約】
　本開示は、最大呼気又は吸気流量を測定し、呼吸発作
症状を動的に予測する装置、システム、キット及び方法
を対象とする。さらに、通信ネットワーク型環境で測定
値を解析及び処理するシステムも提供する。本開示の１
つの態様は、呼吸装置を対象とする。いくつかの構成で
は、この呼吸装置は、電子装置と通信するように適応可
能でかつ構成可能である筐体と、患者の口と係合して空
気流を送るように構成可能な近位端部及び遠位端部を有
するマウスピースと、マウスピース内の空気流から息振
動を検出するように構成された１つ又は複数の振動板セ
ンサと、１つ又は複数の振動板センサによって検出され
た息振動を解析するように適応可能でかつ構成可能であ
るプロセッサとを備える。
【選択図】　図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）電子装置と通信するように適応可能でかつ構成可能である筐体と、
　（ｂ）患者の口と係合して空気流を送るように構成可能である近位端部及び遠位端部を
有するマウスピースと、
　（ｃ）前記マウスピース内の前記空気流から息振動を検出するように構成された１つ又
は複数の振動板センサと、
　（ｄ）前記１つ又は複数の振動板センサによって検出された前記息振動を解析するよう
に適応可能でかつ構成可能であるプロセッサと
を備える、呼吸装置。
【請求項２】
　最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経時流量、努力性肺活量、特定の時間
間隔での流れ率、及び、特定の時間間隔でのスローで努力性の肺活量のうちの１つ又は複
数を測定するように適応及び構成された、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項３】
　前記息振動の解析結果を表示するように適応及び構成されたディスプレイと通信する、
請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項４】
　前記マウスピースに進入する２次空気流を減少させるように前記マウスピースに対して
位置決め可能なウィンドスクリーンをさらに備える、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項５】
　環境データソースと通信する、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項６】
　前記環境データソースが、前記呼吸装置及び前記電子装置のうちの１つ又は複数と関連
付けられた環境センサである、請求項５に記載の呼吸装置。
【請求項７】
　前記プロセッサが、息振動データと環境データを相関させるようにさらに適応可能でか
つ構成可能である、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項８】
　前記プロセッサが、喘息出力を生成する、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項９】
　聴覚的インジケータと通信する、請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項１０】
　（ａ）（ｉ）息振動を検出するように適応可能でかつ構成可能な１つ又は複数の振動板
センサと、
　　（ｉｉ）マイクロフォンと、
　　（ｉｉｉ）前記マイクロフォンに近接して位置決めされたマウスピースと、
　　（ｉｖ）ポートと
を備える測定プローブ、及び
　（ｂ）ポートに係合するように適応可能であり、プロセッサによって実行されたときに
振動板の振動の振動分析を実行してその結果を表示するコンピュータ実行可能命令を有す
る計算システム
を具備する、システム。
【請求項１１】
　最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経時流量（ｆｌｏｗ　ｏｖｅｒ　ｔｉ
ｍｅ）、努力性肺活量、特定の時間間隔での流れ率、及び、特定の時間間隔でのスローで
努力性の肺活量のうちの１つ又は複数を測定するように適応及び構成された、請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１２】
　呼吸装置が、前記息振動の解析結果を表示するように適応及び構成されたディスプレイ



(3) JP 2014-530670 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

と通信する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記マウスピースに進入する２次空気流を減少させるように前記マウスピースに対して
位置決め可能なウィンドスクリーンをさらに備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　環境データソースと通信する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記環境データソースが、呼吸装置及び電子装置のうちの１つ又は複数と関連付けられ
た環境センサである、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記プロセッサが、息振動データと環境データを相関させるようにさらに適応可能でか
つ構成可能である、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記プロセッサが、喘息出力を生成する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１８】
　聴覚的インジケータと通信する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１９】
　（ａ）通信ネットワークと通信するように適応可能でかつ構成可能なマイクロフォンを
有する電子装置と、
　（ｂ）（ｉ）前記電子装置のマイクロフォンと位置合わせされたマウスピース、及び
　　（ｉｉ）マウスピースの管内に備えられる任意選択のウィンドスクリーンを備える、
前記電子装置に取り付け可能な筐体と、
　（ｃ）プロセッサによって実行されたときに、プローブのマイクロフォン振動板の振動
解析などの動作を実行するコンピュータ実行可能命令であり、さらに前記振動解析の結果
をディスプレイに表示するように命令するように適応可能なコンピュータ実行可能命令と
を具備する、システム。
【請求項２０】
　最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経時流量（ｆｌｏｗ　ｏｖｅｒ　ｔｉ
ｍｅ）、努力性肺活量、特定の時間間隔での流れ率、及び、特定の時間間隔でのスローで
努力性の肺活量のうちの１つ又は複数を測定するように適応及び構成された、請求項１９
に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記振動解析の結果を表示するように適応及び構成されたディスプレイをさらに具備す
る、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記マウスピースに進入する２次空気流を減少させるように前記マウスピースに対して
位置決め可能なウィンドスクリーンをさらに具備する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　環境データソースと通信する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記環境データソースが、呼吸装置及び前記電子装置のうちの１つ又は複数と関連付け
られた環境センサである、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記プロセッサが、息振動データと環境データを相関させるようにさらに適応可能でか
つ構成可能である、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記プロセッサが、喘息出力を生成する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２７】
　呼吸装置が、聴覚的インジケータと通信する、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２８】
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　前記計算システムが、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン及び手持ち型装置から
なる一群から選択される、請求項１０及び１９に記載のシステム。
【請求項２９】
　コンピュータ装置によって実行されたときに、前記コンピュータ装置に、
　電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するように適応可能でかつ構成可能な筐体を
有する呼吸装置から、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ測定値のそれぞ
れの１つ又は複数を受信するステップと、
　最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメトリ測定値のうちの前記受信した１つ又は
複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うステッ
プと
を含む方法を実行させる命令を記憶した、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３０】
　遠隔サーバと通信するステップをさらに含む、請求項２９に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項３１】
　データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップをさらに含む
、請求項２９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３２】
　２次測定装置からデータを受信するステップをさらに含む、請求項２９に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項３３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップをさらに含む、請求項２９に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　環境データを取得するステップをさらに含む、請求項２９に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項３６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　行動データを取得するステップをさらに含む、請求項２９に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項３８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項３７に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
　電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するように適応可能でかつ構成可能な筐体を
有する呼吸装置から、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ測定値のそれぞ
れの１つ又は複数を受信し、
　最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメトリ測定値のうちの前記受信した１つ又は
複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うように
構成されたプロセッサを備える、計算装置。
【請求項４０】
　前記プロセッサが、遠隔サーバと通信するように構成される、請求項３９に記載の計算
装置。
【請求項４１】



(5) JP 2014-530670 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

　前記プロセッサが、データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するよ
うに構成される、請求項３９に記載の計算装置。
【請求項４２】
　前記プロセッサが、２次測定装置からデータを受信するように構成される、請求項３９
に記載の計算装置。
【請求項４３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項４２に記載の計算装置。
【請求項４４】
　前記プロセッサが、測定のためのＧＰＳ位置を決定するように構成される、請求項３９
に記載の計算装置。
【請求項４５】
　前記プロセッサが、環境データを取得するように構成される、請求項３９に記載の計算
装置。
【請求項４６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項４５に記載の計算装置。
【請求項４７】
　前記プロセッサが、行動データを取得するように構成される、請求項３９に記載の計算
装置。
【請求項４８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項４７に記載の計算装置。
【請求項４９】
　電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するように適応可能でかつ構成可能な筐体を
有する呼吸装置から、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ測定値のそれぞ
れの１つ又は複数を受信するステップと、
　環境データ入力を受信するステップと、
　最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメトリ測定値のうちの前記受信した１つ又は
複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うステッ
プと
を含む方法。
【請求項５０】
　遠隔サーバと通信するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップをさらに含む
、請求項４９に記載の方法。
【請求項５２】
　２次測定装置からデータを受信するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５５】
　環境データを取得するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項５５に記載の方法。
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【請求項５７】
　行動データを取得するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するように適応可能でかつ構成可能な筐体を
有する呼吸装置から、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ測定値のそれぞ
れの１つ又は複数を、ユーザの計算装置を経由してネットワークを介してウェブサーバに
伝送するステップと、
　環境データ入力を取得するステップと、
　最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメトリ測定値のうちの前記受信した１つ又は
複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うステッ
プと
を含む方法。
【請求項６０】
　遠隔サーバと通信するステップをさらに含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップをさらに含む
、請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　２次測定装置からデータを受信するステップをさらに含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項６２に記載の方法。
【請求項６４】
　測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップをさらに含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６５】
　環境データを取得するステップをさらに含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項６５に記載の方法。
【請求項６７】
　行動データを取得するステップをさらに含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　（ａ）通信ネットワークと通信するように構成可能な電子装置と、
　（ｂ）プロセッサによって実行されたときに、履歴患者データ、患者データ入力、現在
の環境データ、同様の地理学的位置にいる他の患者の現在のデータ、及び同様の地理学的
位置にいる他の患者の履歴データのそれぞれの１つ又は複数に基づいて呼吸事象の可能性
を決定するコンピュータ実行可能命令と
を備える、システム。
【請求項７０】
　前記プロセッサが、遠隔サーバと通信するように構成される、請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項７１】
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　前記プロセッサが、データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するよ
うに構成される、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７２】
　前記プロセッサが、２次測定装置からデータを受信するように構成される、請求項６９
に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記プロセッサが、測定のためのＧＰＳ位置を決定するように構成される、請求項６９
に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記プロセッサが、環境データを取得するように構成される、請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項７６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項７５に記載のシステム。
【請求項７７】
　前記プロセッサが、行動データを取得するように構成される、請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項７８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項７７に記載のシステム。
【請求項７９】
　計算装置によって実行されたときに、前記計算装置に、
　患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれのＧＰＳ位置及び条件指示を受信する
ステップ、並びに
　第２の患者のＧＰＳ位置と前記患者群を構成する前記１人又は複数の患者のＧＰＳ位置
及び条件指示のうちの少なくとも１つ又は複数とに基づく第２の患者についての予測の解
析、モニタリング、評価及び提供のうちの少なくとも１つ又は複数を実行するステップを
含む方法を実行させる命令を記憶した、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８０】
　遠隔サーバと通信するステップをさらに含む、請求項７８に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項８１】
　データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップをさらに含む
、請求項７８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８２】
　２次測定装置からデータを受信するステップをさらに含む、請求項７８に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項８３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項８２に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８４】
　測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップをさらに含む、請求項７８に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項８５】
　環境データを取得するステップをさらに含む、請求項７８に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。



(8) JP 2014-530670 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

【請求項８６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項８４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８７】
　行動データを取得するステップをさらに含む、請求項７８に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項８８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項８６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項８９】
　患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれのＧＰＳ位置及び条件指示のうちの１
つ又は複数を受信し、
　前記ＧＰＳ位置と前記患者群を構成する前記１人又は複数の患者のＧＰＳ位置及び条件
指示のうちの少なくとも１つ又は複数とに基づく第２の患者についての予測の解析、モニ
タリング、評価及び提供のうちの少なくとも１つ又は複数を実行するように構成されたプ
ロセッサを備える、計算装置。
【請求項９０】
　前記プロセッサが、遠隔サーバと通信するように構成される、請求項８８に記載の計算
装置。
【請求項９１】
　前記プロセッサが、データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するよ
うに構成される、請求項８８に記載の計算装置。
【請求項９２】
　前記プロセッサが、２次測定装置からデータを受信するように構成される、請求項８８
に記載の計算装置。
【請求項９３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項９２に記載の計算装置。
【請求項９４】
　前記プロセッサが、測定のためのＧＰＳ位置を決定するように構成される、請求項８８
に記載の計算装置。
【請求項９５】
　前記プロセッサが、環境データを取得するように構成される、請求項８８に記載の計算
装置。
【請求項９６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項９４に記載の計算装置。
【請求項９７】
　前記プロセッサが、行動データを取得するように構成される、請求項８８に記載の計算
装置。
【請求項９８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項９６に記載の計算装置。
【請求項９９】
　患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれのＧＰＳ位置及び条件指示のうちの１
つ又は複数を受信するステップ、並びに
　第２の患者のＧＰＳ位置と前記患者群を構成する前記１人又は複数の患者のＧＰＳ位置
及び条件指示のうちの少なくとも１つ又は複数とに基づく第２の患者についての予測の解
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析、モニタリング、評価及び提供のうちの少なくとも１つ又は複数を実行するステップを
含む、方法。
【請求項１００】
　遠隔サーバと通信するステップをさらに含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０１】
　データの記録及びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップをさらに含む
、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０２】
　２次測定装置からデータを受信するステップをさらに含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記２次測定装置が、心拍モニタ及びパルスオキシメトリ装置のうちの１つ又は複数で
ある、請求項１０２に記載の方法。
【請求項１０４】
　測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップをさらに含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０５】
　環境データを取得するステップをさらに含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記環境データが、花粉の数、大気汚染データ、周囲温度、温度変化及び湿度のそれぞ
れの１つ又は複数である、請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０７】
　行動データを取得するステップをさらに含む、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記行動データが、投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シス
テムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１
つ又は複数を含む、請求項１０６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本願は、参照により本明細書に組み込む、チャン（Ｃｈａｎ）、タネル（Ｔｕｎ
ｎｅｌ）及びトーマス（Ｔｈｏｍａｓ）による「呼吸速度を測定するシステム、方法及び
キット」と題する２０１１年９月２０日出願の米国特許仮出願第６１／５３６８４１号の
利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]喘息は、哺乳類の通常の呼吸機能を阻害する発作性慢性疾患である。喘息治療の
１つの特徴は、喘息の発作に関連する発作症状（ｅｐｉｓｏｄｅ）など、呼吸機能の極端
な悪化の発作症状を防止することである。喘息の発作中、又は喘息の悪化中には、患者の
気道は腫大し、炎症を起こす。さらに、患者の気道に関連する筋肉が収縮して、気管支の
狭窄を引き起こす。患者は、ぜいぜい息をし、咳をし、呼吸困難になることがしばしばあ
る。発作は、さほど深刻でないこともあれば、生命に関わる緊急事態になり病院への搬送
が必要になることもある。
【０００３】
　[0003]米国国立衛生研究所（ＮＩＨ）は、喘息患者は喘息コントロールテスト（ＡＣＴ
）を受けて喘息の制御レベルを評価することを推奨している。ＡＣＴは、喘息の状態を評
価して制御するために患者と医療供給者が使用する手段である。患者は、一定期間を振り
返って、息切れがあったかどうか、喘息関連症状（息切れ、胸の圧迫感、又は痛み）のた
めに睡眠中に目が覚めた回数、救急吸入器（アルブテロールなど）を使用した回数、及び
その期間中の患者自身の喘息制御に関する印象の主観的な個別評価を評価する一連の質問
に回答する。
【０００４】
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　[0004]最大流量計は、英国のバイオ工学研究者、バジルマーティンライト（Ｂａｓｉｌ
　Ｍａｒｔｉｎ　Ｗｒｉｇｈｔ）（１９１２年～２００１年）によって発明され、喘息症
状を管理する有用な測定器具となった。最大流量計は、患者が思いきり息を吸った後に強
く息を吐くときに空気がどの程度の速さで肺から出てくるかを機械的に測定することによ
って機能する。この測定値は、「最大呼気流量（ＰＥＦ）」と呼ばれる。ＰＥＦを追跡す
ることは、自分の喘息症状が制御されているか悪化しているかを患者がモニタリングして
理解することができる１つの方法である。
【０００５】
　[0005]可変面積オリフィス計測（ＶＡＯＭ）と呼ばれる従来の流量計測システムは、流
量計測に使用される１つのシステムのタイプである。例えば、ライトＢＭ（Ｗｒｉｇｈｔ
　ＢＭ）及びマッケローＣＢ（ＭｃＫｅｒｒｏｗ　ＣＢ）による「換気容量の測度として
の最大強制呼気流量」、ＢＭＪ１９５９、ｉｉ、１０４３を参照されたい。ＶＡＯＭは、
機械工学分野で規定された流量測定方法の１つである。ライトは、この方法を、最大呼気
流量測定に応用し、初めて最大流量を測定した人になった。
【０００６】
　[0006]その後、ライトは、自分の最大流量計にＶＡＯＭの改良型であるロータメータを
導入した。ロータメータは、内部に浮きが入っている細長い先細の計測管を備える。空気
又は流体が計測管の中を流れると、重力に対する、すなわち重力に逆らう力が発生して、
浮きを押し上げる。そして、浮きが到達した最高平衡位置を機械的ライダがマークし、こ
れを最大流量と呼ぶ。
【０００７】
　[0007]ライトは、この方法に手を加えて、最大流量測定に適用した。重力のみに頼るの
ではなく、ライトは、機械ばねを追加することによって張力を高めた。彼の論文に記載さ
れているように、呼気が先細の計測管の中を流れてピストンを押すと、ピストンは、取り
付けられた機械ばねに逆らって中央ロッド（浮き）の上に自由に乗る。ピストンに押され
たライダが、最大平衡状態をマークする。
【０００８】
　[0008]現在では、多くの最大流量計が市販されており、それらは全て、ライトが確立し
た力学的原理に依拠している。例えば、１９９３年１月５日発行のブラウン（Ｂｒｏｗｎ
）の「最大流量計」に関する米国意匠特許第Ｄｅｓ３３２２２９号、２００９年２月１０
日発行のベーカ（ｂａｋｅｒ）の「最大流量計」に関する米国意匠特許第Ｄｅｓ５８６２
４８号、２００５年５月１０日発行のマーコット（Ｍａｒｃｏｔｔｅ）他の「最大流量計
」に関する米国特許第６８８９５６４Ｂ１号、及び１９７５年１月２８日発行のウィリア
ムス（Ｗｉｌｌｉａｍｓ）の「最大流量計」に関する米国特許第３８６２６２８号を参照
されたい。喘息に関するその他の参考文献としては、例えば２０１２年７月３１日発行の
コルキット（Ｃｏｌｑｕｉｔｔ）他の「信頼性評価を行う喘息の状態採点方法及びシステ
ム」に関する米国特許第８２３１５４１Ｂ２号などがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　[0009]電子的に測定を行うことができる最大呼気流量装置、通信ネットワークの一部と
して動作するように構成可能な流量装置、呼吸機能システムの評価及び予測装置、並びに
喘息発作などの呼吸インシデントの可能性を、それが起こる前に決定することができる、
通信ネットワークの一部として動作するように構成可能な方法又はシステムが必要とされ
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　[0010]ここでは、さらに精度の高い最大流量測定値を取得するための装置、システム及
び方法を開示する。ユーザ及び医師は、ネットワーク化された追跡システム及び追跡方法
を用いることによって、開示するような最大流量計からの測定値を追跡することができる
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。
【００１１】
　[0011]本開示の１つの態様は、呼吸装置を対象とする。いくつかの構成では、この呼吸
装置は、電子装置と通信（連携）するように適応可能でかつ構成可能である筐体（例えば
電子装置のフォームファクタの一部にかぶさるように嵌合する、又は取り付けられるよう
に構成可能なフォームファクタなど）と、患者の口と係合して空気流を送るように構成可
能な近位端部及び遠位端部を有するマウスピースと、マウスピース内の空気流から息振動
を検出するように構成された１つ又は複数の振動板センサと、１つ又は複数の振動板セン
サによって検出された息振動を解析するように適応可能でかつ構成可能であるプロセッサ
とを備える。この呼吸装置は、例えば最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経
時流量（ｆｌｏｗ　ｏｖｅｒ　ｔｉｍｅ）、努力性肺活量、特定の時間間隔での流れ率、
及び特定の時間間隔でのスローで努力性の肺活量（ｓｌｏｗ　ａｎｄ　ｆｏｒｃｅｄ　ｖ
ｏｌｕｍｅｓ）などの１つ又は複数の患者流量データを測定するように適応可能でかつ構
成可能である。また、この呼吸装置は、息振動の解析結果を表示するように適応及び構成
されたディスプレイと通信するように構成可能である。少なくともいくつかの構成では、
マウスピースに進入する２次空気流を減少させるようにマウスピースに対して位置決め可
能なウィンドスクリーンを設けることができる。また、この装置は、環境データソースと
通信して、呼吸装置及び電子装置のうちの１つ又は複数と関連付けられた環境センサのそ
れぞれの１つ又は複数など（ただしこれらに限定されない）の環境データを取得するよう
に構成可能である。いくつかの構成では、プロセッサは、息振動データと環境データを相
関させるようにさらに適応可能でかつ構成可能である。さらに、プロセッサは、喘息出力
を生成するように適応可能でかつ構成可能である。他の構成では、この呼吸装置は、聴覚
的インジケータと通信するように適応可能でかつ構成可能である。さらに、ユーザは、能
動入力又は受動入力を行うことができる。能動入力は、例えば現在の条件や薬剤などに関
する情報をユーザが入力するときに起こる。受動入力は、装置を用いるなどのアクション
をユーザが起こしたことをシステムが記録するときに起こる。
【００１２】
　[0012]本開示の別の態様は、呼吸速度測定システムを対象とする。このシステムは、息
振動を検出するように適応可能でかつ構成可能な１つ又は複数の振動板センサと、マイク
ロフォンと、マイクロフォンに近接して位置決めされたマウスピースと、ポートとを備え
る測定プローブ、並びにポートと通信するように適応可能であり、プロセッサによって実
行されたときに振動板の振動の振動解析を実行してその結果を表示するコンピュータ実行
可能命令を有する計算システムを具備するように適応可能でかつ構成可能である。いくつ
かの構成では、このシステムは、最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経時流
量、努力性肺活量、特定の時間間隔での流れ率、及び特定の時間間隔でのスローで努力性
の肺活量のうちの１つ又は複数を測定するように適応可能でかつ構成可能である。さらに
、呼吸装置は、息振動の解析結果を表示するように適応及び構成されたディスプレイと通
信するように適応可能でかつ構成可能である。いくつかの構成では、マウスピースに進入
する２次空気流を減少させるようにマウスピースに対して位置決め可能なウィンドスクリ
ーンが設けられる。さらに別の構成では、このシステムは、呼吸装置及び電子装置のうち
の１つ又は複数と関連付けられた環境センサなどの環境データソースと通信する。さらに
、プロセッサは、息振動データと環境データを相関させるようにさらに適応可能でかつ構
成可能である。また、プロセッサは、喘息出力を生成するように適応可能でかつ構成可能
である。さらに別の構成では、呼吸装置は、聴覚的インジケータと通信する。この計算装
置は、コンピュータ、携帯電話、スマートフォン及び手持ち型装置からなる一群から選択
可能である。
【００１３】
　[0013]本開示のさらに別の態様は、通信ネットワークと通信するように適応可能でかつ
構成可能なマイクロフォンを有する電子装置と、電子装置のマイクロフォンと位置合わせ
されたマウスピース、及びマウスピースの管内に備えられる任意選択のウィンドスクリー
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ンを備える電子装置に取り付け可能な筐体と、プロセッサによって実行されたときに、プ
ローブのマイクロフォン振動板の振動解析などの動作を実行するコンピュータ実行可能命
令であり、さらに振動解析の結果をディスプレイに表示するように命令するように適応可
能なコンピュータ実行可能命令とを具備するシステムを対象とする。いくつかの構成では
、このシステムは、最大呼気流量、最大吸気流量、平均流量、体積、経時流量、努力性肺
活量、特定の時間間隔での流れ率、及び特定の時間間隔でのスローで努力性の肺活量のう
ちの１つ又は複数を測定するように適応可能でかつ構成可能である。さらに、呼吸装置は
、振動解析の結果を表示するように適応及び構成されたディスプレイと通信するように適
応可能でかつ構成可能である。いくつかの構成では、マウスピースに進入する２次空気流
を減少させるようにマウスピースに対して位置決め可能なウィンドスクリーンが設けられ
る。さらに別の構成では、このシステムは、呼吸装置及び電子装置のうちの１つ又は複数
と関連付けられた環境センサなどの環境データソースと通信する。さらに、プロセッサは
、息振動データと環境データを相関させるように適応可能でかつ構成可能である。また、
プロセッサは、喘息出力を生成するように適応可能でかつ構成可能である。さらに別の構
成では、呼吸装置は、聴覚的インジケータと通信する。計算システムは、コンピュータ、
携帯電話、スマートフォン及び手持ち型装置からなる一群から選択可能である。
【００１４】
　[0014]本開示のさらに別の態様では、コンピュータ装置によって実行されたときに、コ
ンピュータ装置に、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ測定値のそれぞれ
の１つ又は複数を、電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するように適応可能でかつ
構成可能な筐体を有する呼吸装置から受信するステップと、最大呼気流量、最大吸気流量
及びスパイロメトリ測定値のうちの受信した１つ又は複数の解析、モニタリング、評価及
び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うステップとを含む方法を実行させる命令を
記憶した、非一時的コンピュータ可読媒体が提供される。少なくともいくつかの構成では
、この媒体によって実行される方法は、遠隔サーバと通信するステップ、データの記録及
びデータの伝送のうちの１つ又は複数を実行するステップ、２次測定装置からデータ（心
拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流酸素飽和度データ（Ｓｐ
Ｏ２又はパルスオキシメトリ）など）を受信するステップ、測定のためのＧＰＳ位置を決
定するステップ、環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊
刺激物データ、周囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ又は複数など）を取
得するステップ、行動データ（投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵
守、システムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれ
ぞれの１つ又は複数など）を取得するステップのそれぞれの１つ又は複数をさらに含むこ
とができる。
【００１５】
　[0015]本開示のさらに別の態様は、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ
測定値のそれぞれの１つ又は複数を、電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するよう
に適応可能でかつ構成可能な筐体を有する呼吸装置から受信し、最大呼気流量、最大吸気
流量及びスパイロメトリ測定値のうちの受信した１つ又は複数の解析、モニタリング、評
価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うように構成されたプロセッサを備える
、計算装置を対象とする。少なくともいくつかの構成では、プロセッサは、遠隔サーバと
の通信、データの記録、データの伝送、２次測定装置からのデータの受信（心拍モニタか
らのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又はパ
ルスオキシメトリ））、測定のためのＧＰＳ位置の決定、環境データ（花粉の数、大気汚
染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物データ、周囲温度、温度変化及び湿度デー
タのそれぞれの１つ又は複数など）の取得、並びに行動データ（投薬計画の遵守、検査計
画の遵守、モニタリング計画の遵守、システムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の
勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１つ又は複数とすることができる）の取得のうち
の１つ又は複数を実行するように適応可能でかつ構成可能である。
【００１６】
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　[0016]本開示のさらに別の態様では、本開示は、最大呼気流量、最大吸気流量、及びス
パイロメトリ測定値のそれぞれの１つ又は複数を、電子装置と通信してユーザ呼吸入力を
受信するように適応可能でかつ構成可能な筐体を有する呼吸装置から受信するステップと
、環境データ入力を受信するステップと、最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメト
リ測定値のうちの受信した１つ又は複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少
なくとも１つ又は複数を行うステップとを含む方法を提供する。これらの方法は、遠隔サ
ーバと通信するステップ、データを記録するステップ、データを伝送するステップ、２次
測定装置からデータ（心拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流
酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又はパルスオキシメトリ））を受信するステップ、測定のた
めのＧＰＳ位置を決定するステップ、環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子
状物質データ、浮遊刺激物データ、周囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ
又は複数など）を取得するステップ、並びに行動データ（投薬計画の遵守、検査計画の遵
守、モニタリング計画の遵守、システムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の
遵守に関するデータのそれぞれの１つ又は複数などであるが、これらに限定されない）を
取得するステップのうちの１つ又は複数を含むように適応可能でかつ構成可能である。
【００１７】
　[0017]本開示のさらに別の態様は、最大呼気流量、最大吸気流量、及びスパイロメトリ
測定値のそれぞれの１つ又は複数を、電子装置と通信してユーザ呼吸入力を受信するよう
に適応可能でかつ構成可能な筐体を有する呼吸装置から、ユーザの計算装置を経由してネ
ットワークを介してウェブサーバに伝送するステップと、環境データ入力を取得するステ
ップと、最大呼気流量、最大吸気流量及びスパイロメトリ測定値のうちの受信した１つ又
は複数の解析、モニタリング、評価及び応答のうちの少なくとも１つ又は複数を行うステ
ップとを含む方法を対象とする。これらの方法は、遠隔サーバと通信するステップ、デー
タを記録するステップ、データを伝送するステップ、２次測定装置からデータ（心拍モニ
タからのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又
はパルスオキシメトリ））を受信するステップ、測定のためのＧＰＳ位置を決定するステ
ップ、環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物デー
タ、周囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ又は複数など）を取得するステ
ップ、並びに行動データ（投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、
システムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれ
の１つ又は複数などであるが、これらに限定されない）を取得するステップのうちの１つ
又は複数を含むように適応可能でかつ構成可能である。
【００１８】
　[0018]本開示のさらに別の態様は、通信ネットワークと通信するように構成可能な電子
装置と、プロセッサによって実行されたときに、履歴患者データ、患者データ入力、現在
の環境データ、同様の地理学的位置にいる他の患者の現在のデータ、及び同様の地理学的
位置にいる他の患者の履歴データのそれぞれの１つ又は複数に基づいて呼吸事象の可能性
を決定するコンピュータ実行可能命令とを備える、システムを対象とする。いくつかの構
成では、プロセッサは、遠隔サーバとの通信、データの記録及び伝送、２次測定装置から
のデータ（心拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流酸素飽和度
データ（ＳｐＯ２又はパルスオキシメトリ））の受信、測定のためのＧＰＳ位置の決定、
環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物データ、周
囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ又は複数など）の取得、並びに行動デ
ータ（投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、システムが生成した
勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１つ又は複数など
であるが、これらに限定されない）の取得のうちの１つ又は複数を行うようにさらに適応
可能でかつ構成可能である。
【００１９】
　[0019]本開示のさらに別の態様では、計算装置によって実行されたときに、計算装置に
、患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれのＧＰＳ位置及び条件指示を受信する
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ステップ、並びに第２の患者のＧＰＳ位置と患者群を構成する１人又は複数の患者のＧＰ
Ｓ位置及び条件指示のうちの少なくとも１つ又は複数とに基づく第２の患者についての予
測の解析、モニタリング、評価及び提供のうちの少なくとも１つ又は複数を実行するステ
ップを含む方法を実行させる命令を記憶した、非一時的コンピュータ可読媒体が提供され
る。いくつかの構成では、プロセッサは、遠隔サーバとの通信、データの記録及び伝送、
２次測定装置からのデータ（心拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及び動
脈血流酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又はパルスオキシメトリ））の受信、測定のためのＧ
ＰＳ位置の決定、環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊
刺激物データ、周囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ又は複数など）の取
得、並びに行動データ（投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、シ
ステムが生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの
１つ又は複数などであるが、これらに限定されない）の取得のうちの１つ又は複数を行う
ようにさらに適応可能でかつ構成可能である。
【００２０】
　[0020]本開示のさらに別の態様は、患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれの
ＧＰＳ位置及び条件指示のうちの１つ又は複数を受信し、ＧＰＳ位置と患者群を構成する
１人又は複数の患者のＧＰＳ位置及び条件指示のうちの少なくとも１つ又は複数とに基づ
く第２の患者についての予測の解析、モニタリング、評価及び提供のうちの少なくとも１
つ又は複数を実行するように構成されたプロセッサを備える、計算装置を対象とする。い
くつかの構成では、プロセッサは、遠隔サーバとの通信、データの記録及び伝送、２次測
定装置からのデータ（心拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及び動脈血流
酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又はパルスオキシメトリ））の受信、測定のためのＧＰＳ位
置の決定、環境データ（花粉の数、大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物
データ、周囲温度、温度変化及び湿度データのそれぞれの１つ又は複数など）の取得、並
びに行動データ（投薬計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、システム
が生成した勧告の遵守、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１つ又
は複数などであるが、これらに限定されない）の取得のうちの１つ又は複数を行うように
さらに適応可能でかつ構成可能である。
【００２１】
　[0021]本開示の別の態様は、患者群を構成する１人又は複数の患者のそれぞれのＧＰＳ
位置及び条件指示のうちの１つ又は複数を受信するステップ、並びに第２の患者のＧＰＳ
位置と患者群を構成する１人又は複数の患者のＧＰＳ位置及び条件指示のうちの少なくと
も１つ又は複数とに基づく第２の患者についての予測の解析、モニタリング、評価及び提
供のうちの少なくとも１つ又は複数を実行するステップを含む、方法を対象とする。また
、これらの方法は、遠隔サーバと通信するステップ、データを記録するステップ、データ
を伝送するステップ、２次測定装置からデータ（心拍モニタからのデータ、心音センサか
らのデータ、及び動脈血流酸素飽和度データ（ＳｐＯ２又はパルスオキシメトリ））を受
信するステップ、測定のためのＧＰＳ位置を決定するステップ、環境データ（花粉の数、
大気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物データ、周囲温度、温度変化及び湿
度データのそれぞれの１つ又は複数など）を取得するステップ、並びに行動データ（投薬
計画の遵守、検査計画の遵守、モニタリング計画の遵守、システムが生成した勧告の遵守
、及び医療供給者の勧告の遵守に関するデータのそれぞれの１つ又は複数などであるが、
これらに限定されない）を取得するステップのうちの１つ又は複数を含むように適応可能
でかつ構成可能である。
【００２２】
［参照による組込み］
　[0022]本明細書で言及する全ての出版物、特許及び特許出願は、参照により、個々の出
版物、特許又は特許出願それぞれを具体的かつ個別に参照により組み込む示す場合と同程
度に本明細書に組み込まれる。
【００２３】
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　[0023]本開示の新規性のある特徴については、添付の特許請求の範囲に個々に記載して
ある。本開示の特徴及び利点は、本開示の原理を利用する例示的な実施形態を記載する以
下の詳細な説明及び添付の図面を参照すれば、さらによく理解することができるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】最大流量測定及び管理を行うことができる論理装置の代表例を示すブロック図
である。
【図１Ｂ】最大流量測定及び管理を行うことができる例示的な計算環境を示すブロック図
である。
【図１Ｃ】最大流量測定及び管理を行うための装置が利用することができる構造を示す例
示的な構成図である。
【図２】最大流量測定及び管理を行うことシステムでの使用に適したシステムの例示的な
構成要素の協働を示すブロック図である。
【図３】本開示の装置での使用に適したコンデンサマイクロフォンの動作原理を示す図で
ある。
【図４Ａ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｂ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｃ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｄ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｅ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｆ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図４Ｇ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ａ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｂ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｃ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｄ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｅ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｆ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図５Ｇ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図６】患者の吸気及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装置
の代替実施形態を示す図である。
【図６Ａ】患者の吸気及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装
置の代替実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】患者の吸気及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装
置の代替実施形態を示す図である。
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【図６Ｃ】患者の吸気及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装
置の代替実施形態を示す図である。
【図６Ｄ】患者の吸気及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装
置の代替実施形態を示す図である。
【図７Ａ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｂ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｃ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｄ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｅ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｆ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図７Ｇ】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測
定するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図８】２次電子装置と通信するように適応可能な、患者の吸気及び／又は呼気流を測定
するように適応及び構成された流量検出装置を示す図である。
【図９】システム内のデータ構成要素間の相互関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
Ｉ．計算システム
　[0035]本明細書に記載するシステム及び方法は、動作に際して様々なコンピュータシス
テム、ネットワーク及び／又はデジタル装置に依拠する。このシステムがどのように動作
するかを完全に理解するためには、適当な計算システムを理解することが有用である。本
明細書に開示するシステム及び方法の特徴は、適当な計算システムを介して適用すること
によって使用可能にすることができる。
【００２６】
　[0036]図１Ａは、本発明を実施するためにブラウザにアクセスするための代表的な例示
的な論理装置を示すブロック図である。媒体１１４及び／又はネットワークポート１０６
から命令を読み取るように適応及び構成された論理装置として理解することができるコン
ピュータシステム（又はデジタル装置）１００は、サーバ１１０に接続可能であり、固定
媒体１１６を有する。コンピュータシステム１００は、インターネット又はイントラネッ
トに接続することもできる。このシステムは、中央処理装置（ＣＰＵ）１０２と、ディス
クドライブ１０４と、キーボード１１８及び／又はマウス１２０として図示する任意選択
の入力装置と、任意選択モニタ１０８とを含む。データ通信は、例えばローカル位置又は
遠隔位置にあるサーバ１１０に繋がる通信媒体１０９を介して行うことができる。通信媒
体１０９は、データを伝送及び／又は受信する任意の適当な手段を含むことができる。例
えば、通信媒体は、ネットワーク接続でも、無線接続でも、又はインターネット接続でも
よい。本開示に関係するデータは、このようなネットワーク又は接続を介して伝送するこ
とができるものと企図している。コンピュータシステムは、当事者及び／又は当事者が使
用する装置と通信するように適応することができる。コンピュータシステムは、インター
ネットを介して他のコンピュータと通信するように、又はサーバを介してコンピュータと
通信するように適応することができる。
【００２７】
　[0037]図１Ｂは、別の例示的な計算システム１００を示す図である。計算システム１０
０は、計算アプリケーション、計算アプレット、計算プログラム、或いは少なくとも１つ
の機能、動作及び又は手順を実行するために計算システム１００上で動作させるその他の
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命令など、様々な計算アプリケーション１３８を実行することができる。計算システム１
００は、ソフトウェア形態とすることができるコンピュータ可読命令を有形記憶するコン
ピュータ可読記憶媒体によって制御することができる。コンピュータ可読命令を有形記憶
するように適応されたコンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ可読記憶媒体を格納し
てこれにアクセスする計算システム１００がそこに記憶されている命令を読み取るための
命令を収容することができる。このようなソフトウェアをＣＰＵ１０２内で実行して、計
算システム１００に所望の機能を実行させることができる。多くの既知のコンピュータサ
ーバでは、ワークステーション及びパーソナルコンピュータのＣＰＵ１０２は、マイクロ
プロセッサと呼ばれるマイクロ電子チップのＣＰＵとしてとして実装される。必要に応じ
て、主ＣＰＵ１０２とは別に、追加の機能を実行する、又はＣＰＵ１０２を補助するコプ
ロセッサを設けることもできる。ＣＰＵ１０２は、相互接続を介してコプロセッサに接続
することができる。１つの一般的なタイプのコプロセッサは、汎用ＣＰＵ１０２より高速
かつ良好に数値計算を実行するように設計された、数値コプロセッサ又は数値計算コプロ
セッサとも呼ばれる浮動小数点コプロセッサである。
【００２８】
　[0038]当業者なら理解するであろうが、コンピュータ可読媒体は、コンピュータが実行
することができるコンピュータプログラムコードを含むことがあるコンピュータデータを
、機械可読形態で記憶する。例えば、コンピュータ可読媒体としては、データの有形又は
固定記憶のためのコンピュータ可読記憶媒体、或いはコードを含む信号の一時解釈のため
の通信媒体などが挙げられるが、これらに限定されるわけではない、本明細書で用いるコ
ンピュータ可読記憶媒体という用語は、物理的又は有形記憶装置（信号の対語としての意
味）を指し、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール又はその他のデ
ータなどの情報の有形記憶のための任意の方方又は技術で実装される、揮発性及び不揮発
性、交換式及び非交換式の記憶媒体を含むが、これらに限定されるわけではない。コンピ
ュータ可読記憶媒体としては、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ
メモリなどの固体状態メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどの光学記憶装置、磁気カセ
ット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置などの磁気記憶装置、或いはその他の、所望の
情報、データ又は命令を有形記憶するために使用することができる、コンピュータ又はプ
ロセッサによってアクセスすることができる任意の物理的又は物質的媒体などが挙げられ
るが、これらに限定されるわけではない。
【００２９】
　[0039]いくつかの実施形態は、ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェアのうち
の１つ又はこれらの組合せによって実施することができる。実施形態は、少なくとも１つ
のプロセッサが読み取って実行することで本明細書に記載の動作を実行することができる
、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶された命令として実施することもできる。非
一時的コンピュータ可読記憶媒体は、機械（例えばコンピュータ）によって読み取ること
ができる形態で情報を記憶するどのような機構も含むことができる。例えば、非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体としては、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記億媒体、フラッシュメモリ装置及びその他
の非一時的媒体が挙げられる。
【００３０】
　[0040]動作に際しては、ＣＰＵ１０２は、命令をフェッチし、復号し、実行して、コン
ピュータの主データ転送経路であるシステムバス１４０を介してその他のリソースと情報
をやりとりする。このようなシステムバスは、計算システム１００の構成要素どうしを接
続し、データ交換の媒体を規定する。システムバス１４０に結合されたメモリ装置は、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１２４及び読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１２６を含む。
これらのメモリは、情報の格納及び取出しを可能にする回路を含む。ＲＯＭ１２６は、一
般に、修正することができない記憶データを収容する。ＲＡＭ１２４に記憶されたデータ
は、ＣＰＵ１０２又はその他のハードウェア装置によって読取り又は変更することができ
る。ＲＡＭ１２４及び／又はＲＯＭ１２６へのアクセスは、メモリ制御装置１２２によっ
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て制御することができる。メモリ制御装置１２２は、命令が実行されるときに仮想アドレ
スを物理アドレスに変換するアドレス変換機能を実現することができる。
【００３１】
　[0041]さらに、計算システム１００は、ＣＰＵ１０２からプリンタ１４２、キーボード
１１８、マウス１２０及びデータ記憶ドライブ１４３などの周辺機器への命令の通信を担
当する周辺機器制御装置１２８も含むことができる。ディスプレイ制御装置１６３によっ
て制御されるディスプレイ１０８を使用して、計算システム１００が生成する視覚出力を
表示する。このような視覚出力としては、テキスト、グラフィック、アニメーショングラ
フィック、及びビデオなどが挙げられる。ディスプレイ制御装置１３４は、ディスプレイ
１０８に送信されるビデオ信号を生成するために必要な電子構成要素を含む。さらに、計
算システム１００は、計算システム１００を外部通信ネットワーク１３２に接続するため
に使用することができるネットワークアダプタ１３６も含むことができる。
【００３２】
ＩＩ．ネットワーク及びインターネットプロトコル
　[0042]当業者なら理解するであろうが、インターネットは、コンピュータネットワーク
どうしを接続する世界規模のネットワークである。今日では、インターネットは、何百万
人ものユーザが利用できる自己持続型公衆ネットワークである。インターネットでは、Ｔ
ＣＰ／ＩＰ（すなわち伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル）と呼ばれる１組
の通信プロトコルを使用して、ホストどうしを接続する。インターネットは、インターネ
ットバックボーンと呼ばれる通信インフラストラクチャを有する。インターネットバック
ボーンへのアクセスは、企業及び個人向けにアクセス権を転売するインターネットサービ
スプロバイダ（ＩＳＰ）によって主に制御される。
【００３３】
　[0043]インターネットプロトコル（ＩＰ）は、ネットワーク上の１つの装置（例えば電
話、携帯個人端末（ＰＤＡ）、コンピュータなど）から別の装置にデータを送信できるよ
うにする。今日では、例えばＩＰｖ４やＩＰｖ６など、様々なバージョンのＩＰがある。
もちろん、他のＩＰも利用可能であるし、また今後も様々なＩＰが利用可能になるであろ
うが、それらのいずれも、本発明の範囲を逸脱することなく使用することができる。ネッ
トワーク上のホスト装置はそれぞれ、そのホストの一意的な識別子であり、コネクション
レスプロトコルとして作用するＩＰアドレスを、少なくとも１つ有する。通信中のエンド
ポイント間の接続は、連続的ではない。ユーザがデータ又はメッセージを送信又は受信す
るとき、そのデータ又はメッセージは、パケットと呼ばれる構成要素に分割される。各パ
ケットは、独立したデータユニットとして扱われ、その最終的な宛先に経路指定されるが
、必ずしも同じ経路を通るわけではない。
【００３４】
ＩＩＩ．無線ネットワーク
　[0044]無線ネットワークは、例えば携帯電話及び無線電話、ＰＣ（パーソナルコンピュ
ータ）、ラップトップコンピュータ、ウェアラブルコンピュータ、コードレス電話、ペー
ジャ、ヘッドセット、プリンタ、ＰＤＡなど、様々なタイプの移動装置を組み込むことが
できる。例えば、移動装置は、音声及び／又はデータの高速無線伝送を確保するデジタル
システムを含むことができる。通常の移動装置は、トランシーバ（例えば伝送器と、受信
器と、必要に応じてその他の機能とが一体化されたシングルチップトランシーバなどの伝
送器／受信器）、アンテナ、プロセッサ、ディスプレイ、１つ又は複数のオーディオ変換
器（例えばオーディオ通信用の装置に見られるようなスピーカ又はマイクロフォンなど）
、電磁データ記憶装置（データ処理を行う装置に見られるようなＲＯＭ、ＲＡＭ、デジタ
ルデータ記憶装置など）、メモリ、フラッシュメモリ、並びに／或いはフルチップセット
又は集積回路、インタフェース（ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、コーダ／デコー
ダ（コーデック）、汎用非同期受信器／伝送器（ＵＡＲＴ）、相変化メモリ（ＰＣＭ）な
ど）のうちの一部又は全てを含む。その他の構成要素も、本発明の範囲を逸脱することな
く設けることができる。
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【００３５】
　[0045]移動ユーザが無線接続を介してローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に接続す
ることができる無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）を利用して、無線通信することができる。無線通
信は、光、赤外線、無線及びマイクロ波などの電磁波を伝搬する通信を含むことができる
。ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））やＩＥＥＥ８０２．１１、及び廃
止されたＨｏｍｅＲＦなど、様々なＷＬＡＮ標準が現在存在している。
【００３６】
　[0046]例えば、ブルートゥース製品は、移動コンピュータ、携帯電話、携帯型手持ち装
置、携帯個人端末（ＰＤＡ）及びその他の移動装置の間のリンク、並びにインターネット
への接続性を提供することができる。ブルートゥースは、移動装置が短距離無線接続を用
いて互いに、また非移動装置と容易に相互接続することができる方法を詳述した計算及び
電気通信業界の仕様である。ブルートゥースは、装置間でデータを同期及び整合した状態
にしておく必要がある様々な移動装置の増加によって生じるエンドユーザの問題に対処す
るデジタル無線プロトコルを生成することにより、異なるベンダの機器がシームレスに協
働できるようにする。
【００３７】
　[0047]ＩＥＥＥ標準であるＩＥＥＥ８０２．１１は、無線ＬＡＮ及び装置の技術を規定
する。８０２．１１を使用すると、個々の基地局がそれぞれ複数の装置をサポートする無
線ネットワーキングを実現することができる。いくつかの例では、装置は、無線ハードウ
ェアを予め備えていることもあるし、或いはカードなどアンテナを含むこともある別個の
ハードウェアをユーザが取り付けることもできる。例えば、８０２．１１で使用される装
置は、その装置がアクセスポイント（ＡＰ）であるか、移動局（ＳＴＡ）であるか、ブリ
ッジであるか、ＰＣメモリカード国際協会（ＰＣＭＣＩＡ）カード（又はＰＣカード）で
あるか、又はその他の装置であるかに関わらず、通常３つの主要な要素を含む。すなわち
、無線トランシーバ、アンテナ、及びネットワーク中のポイント間のパケット流を制御す
るＭＡＣ（媒体アクセス制御）レイヤである。
【００３８】
　[0048]さらに、いくつかの無線ネットワークでは、マルチインタフェース装置（ＭＩＤ
）を利用することができる。ＭＩＤは、ブルートゥースインタフェースと８０２．１１イ
ンタフェースなど２つの独立したネットワークインタフェースを含むことで、２つの別個
のネットワークに参加し、ブルートゥース装置とインタフェースをとることができる。Ｍ
ＩＤは、ＩＰアドレスと、そのＩＰアドレスに関連付けられた一般ＩＰ（ネットワーク）
名を有することができる。
【００３９】
　[0049]無線ネットワーク装置としては、ブルートゥース装置、ワイマックス（ＷｉＭＡ
Ｘ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａ
ｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、マルチインタフェース装置（ＭＩＤ）、８０２．１１ｘ装置（８
０２．１１ａ装置、８０２．１１ｂ装置及び８０２．１１ｇ装置などのＩＥＥＥ８０２．
１１装置）、ＨｏｍｅＲＦ（Ｈｏｍｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）装置、ワイフ
ァイ（ＷｉＦｉ、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）装置、ＧＰＲＳ（汎用パケット
無線システム）装置、３Ｇセルラ装置、２．５Ｇセルラ装置、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　ｓ
ｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）装置、ＥＤＧＥ（
Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）装置、ＴＤＭＡ型
（時分割多重アクセス）装置、又はＣＤＭＡ２０００などのＣＤＭＡ型（符号分割多重ア
クセス）装置などが挙げられるが、これらに限定されるわけではない。各ネットワーク装
置は、ＩＰアドレス、ブルートゥース装置アドレス、ブルートゥース一般名、ブルートゥ
ースＩＰアドレス、ブルートゥースＩＰ一般名、８０２．１１ＩＰアドレス、８０２１１
ＩＰ一般名、又はＩＥＥＥ　ＭＡＣアドレスなど（ただしこれらに限定されない）、様々
なタイプのアドレスを有することができる。
【００４０】
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　[0050]無線ネットワークは、Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰ（インターネットプロトコル）システ
ム、ＰＣＳシステム及びその他の移動ネットワークシステムに見られる様々な方法及びプ
ロトコルを含むこともできる。Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰでは、インターネット技術タスクフォ
ース（ＩＥＴＦ）によって策定された標準的な通信プロトコルを用いる。Ｍｏｂｉｌｅ　
ＩＰでは、移動装置のユーザは、一度割り当てられた自分のＩＰアドレス維持したまま複
数のネットワーク間を移動することができる。Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔ
ｓ（ＲＦＣ）３３４４を参照されたい。ＮＢ：ＲＦＣは、インターネット技術タスクフォ
ース（ＩＥＴＦ）の公式文書である。Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰは、インターネットプロトコル
（ＩＰ）を機能強化したものであり、移動装置がそのホームネットワークの外部に接続す
るときに、その移動装置にインターネットトラフィックをまわす機構を追加するものであ
る。Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰは、各移動ノードに、そのホームネットワーク上でのホームアド
レスと、ネットワーク及びそのサブネット内でのその装置の現在位置を識別するケアオブ
アドレス（ＣｏＡ）とを割り当てる。装置は、別のネットワークに移動したときに、新た
なケアオブアドレスを受け取る。ホームネットワーク上の移動エージェントは、各ホーム
アドレスをそのケアオブアドレスと関連付けることができる。移動ノードは、インターネ
ット制御メッセージプロトコル（ＩＣＭＰ）を用いてそのケアオブアドレスを変更するた
びに、バインディングアップデートをホームエージェントに送信することができる。
【００４１】
　[0051]図１Ｃは、クライアント装置が通信することができる無線アクセスポイントを含
む、本開示のシステム及び技術的効果を可能にするシステム構成で利用することができる
構成要素を示す図である。この点で、図１Ｃは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）１５２に接続された無線ネットワーク１５０を示す。ＷＬＡＮ１５２は、アクセス
ポイント（ＡＰ）１５４、及びいくつかのユーザ局１５６、１５６’を含む。例えば、ネ
ットワーク１５０は、インターネット又は企業のデータ処理ネットワークを含むことがで
きる。アクセスポイント１５４は、無線ルータとすることができ、ユーザ局１５６、１５
６’は、携帯型コンピュータ、デスクトップ型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ、携帯型
ＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ－ｏｖｅｒ－ＩＰ）電話、及び／又はその他の装置とすることがで
きる。アクセスポイント１５４は、ネットワーク１５０にリンクされたネットワークイン
タフェース１５８と、ユーザ局１５６、１５６’と通信する無線トランシーバとを有する
。例えば、無線トランシーバ１６０は、ユーザ局１５６、１５６’と無線通信又はマイク
ロ波周波数通信を行うためのアンテナ１６２を含むことができる。また、アクセスポイン
ト１５４は、プロセッサ１６４、プログラムメモリ１６６、及びランダムアクセスメモリ
１６８も有する。ユーザ局１５６は、アクセス局１５４と通信するためのアンテナ１７２
を含む無線トランシーバ１７０を有する。同様に、ユーザ局１５６’も、無線トランシー
バ１７０’と、アクセスポイント１５４と通信するためのアンテナ１７２とを有する。例
えば、いくつかの実施形態では、このようなアクセスポイント（ＡＰ）及び／又は嘆願者
内でオーセンティケータを利用することもできるし、或いは、移動ノード又はユーザ局内
でピアを利用することもできる。デスクトップ１０８及びキーボード１１８又は入力装置
にユーザ状態を提供することもできる。
【００４２】
ＩＶ．コンピュータネットワーク環境
　[0052]上述の計算システム１００は、所望の技術的効果及び転換を実現するために使用
されるコンピュータネットワークの一部として導入することができる。一般に、計算環境
に関する上記の説明は、ネットワーク環境内に配置されるサーバコンピュータ及びクライ
アントコンピュータの両方に当てはまる。図２は、サーバが通信ネットワーク２５０を介
してクライアントコンピュータと通信している、例示的なネットワーク型計算環境２００
を示す図である。図２に示すように、サーバ２１０は、通信ネットワーク２５０（固定線
又は無線ＬＡＮ、ＷＡＮ、イントラネット、エキストラネット、ピアツーピアネットワー
ク、仮想私設ネットワーク、インターネット及びその他の通信ネットワークのうちのいず
れか、或いはそれらの組合せとすることができる）を介して、タブレット型パーソナルコ
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ンピュータ２０２、スマートフォン２０８、パーソナルコンピュータ２０２及び携帯個人
端末など、いくつかのクライアント計算環境と相互接続することができる。例えば、通信
ネットワーク２５０がインターネットであるネットワーク環境では、サーバ２１０は、デ
ータを処理し、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、ファイル転送プロトコル
（ＦＴＰ）、ＳＯＡＰ（ｓｉｍｐｌｅ　ｏｂｊｅｃｔ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）又は無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）などいくつかの既知のプロトコルのう
ちのいずれかを介してクライアント計算環境との間でデータを通信するように動作可能な
専用の計算環境サーバとすることができる。例えば無線用マーク付け言語（ＷＭＬ）、Ｄ
ｏＣｏＭｏ　ｉモード（例えば日本で使用される）、ＸＨＴＭＬ　Ｂａｓｉｃなど、その
他の無線プロトコルも、本開示の範囲を逸脱することなく使用することができる。さらに
、ネットワーク型計算環境２００は、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）又はプリティグ
ッドプライバシ（ＰＧＰ）など、様々なデータセキュリティプロトコルを利用することが
できる。各クライアント計算環境は、ウェブブラウザ（図示せず）又はその他のグラフィ
カルユーザインタフェース（図示せず）或いは移動デスクトップ環境（図示せず）など、
サーバ計算環境２００へのアクセスを得るための１つ又は複数の計算アプリケーションを
サポートするように動作可能なオペレーティングシステム２３８を備えることができる。
【００４３】
　[0053]動作に際しては、ユーザ（図示せず）は、クライアント計算環境上で実行される
計算アプリケーションと対話して、所望のデータ及び／又は計算アプリケーションを得る
ことができる。データ及び／又は計算アプリケーションは、サーバ計算環境２００に記憶
することができ、例示的な通信ネットワーク２５０を介して、クライアント計算環境を通
じて協働するユーザに通信することができる。以下にさらに詳細に述べる計算アプリケー
ションを使用して、ここに記載する所望の技術的効果及び転換を実現する。参加するユー
ザは、サーバ計算環境２００上にその全体又は一部が収容されている特定のデータ及びア
プリケーションへのアクセスを要求することができる。これらのデータは、クライアント
計算環境とサーバ計算環境の間で通信して、処理及び記憶を行うことができる。サーバ計
算環境２００は、データ及びアプリケーションの生成、認証、暗号化及び通信のための計
算アプリケーション、プロセス及びアプレットのホストとして機能することができ、その
他のサーバ計算環境（図示せず）、第３者サービスプロバイダ（図示せず）、ネットワー
クアタッチトストレージ（ＮＡＳ）及びストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）と協働
して、アプリケーション／データトランザクションを実現することができる。
【００４４】
Ｖ．所望の技術的効果又は転換を実現するように計算及びネットワーク環境で動作するよ
うに構成可能な最大流量を測定する装置
　[0054]図３は、本開示の流量検出装置での使用に適したコンデンサマイクロフォンの動
作原理を示す図である。コンデンサマイクロフォンは、前板（振動板）３１０及び振動板
３３０の背後に位置決めされた背板３２０を有する。この２枚の板は、コンデンサの２枚
の板の働きをする。電荷は、２枚の板の間に蓄積することができる。前板が（例えば音波
が当たって）振動又は移動すると、２枚の板の間の距離が変化し、それにより静電容量が
生じる。振動板３１０と背板３２０からなるコンデンサの静電容量及び組込み抵抗器の値
が、オーディオ信号に対しては高域通過となり、バイアス電圧に対しては低域通過となる
フィルタを形成する。抵抗器の両端間の電圧（例えばコンデンサマイクロフォンの出力）
は、記録のために増幅可能となる。ウィンドスクリーン３４０を設けて、２次的な源から
の空気の影響を低減することもできる。その結果得られる出力は、グラフ３５０に示す品
質を有する。グラフ３５０では、０～７００ミリ秒までの時間をｘ軸に示し、－０．５～
０．３までの振幅をｙ軸に示す。
【００４５】
　[0055]図４Ａから図４Ｇは、図示のアンビエントマイクロフォン４１０、膜センサマイ
クロフォン、又は音声を取り込むことができるその他の任意の適当なマイクロフォン装置
を備えるスマートフォンなどの２次電子装置４０２と通信するように構成可能な流量検出
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装置４００を示す図である。図４Ａは、流量検出装置４００及び電子装置４０２を示す前
面図である。図４Ｂは、流量検出装置４００及び電子装置４０２を示す側面図である。図
４Ｃは、マウスピース４４０が第２の折畳み位置にある、流量検出装置４００を示す前面
図である。図４Ｄは、マウスピース４４０が外側に延びて使用できる状態になっている、
流量検出装置４００を示す側面図である。図４Ｅは、マウスピース４４０が外側に延びて
使用できる状態になっている、流量検出装置４００を示す底面図である。図４Ｆは、マウ
スピース４４０が外側に延びて使用できる状態になっている、流量検出装置４００を示す
上面図である。図４Ｅは、マウスピース４４０が外側に延びて使用できる状態になってい
る、流量検出装置４００を示す立面図である。
【００４６】
　[0056]流量検出装置４００にプロセッサを設けて、例えば流量検出装置の動作、２次電
子装置４０２との通信、及びその他の望ましいプロセスを制御することができる。
【００４７】
　[0057]流量検出装置４００は、オン／オフボタン４２０によって作動される電源（脱着
可能電源４５０など）を有する。電源としては、Ｌｉ電池やＮｉＣａｄ電池などの脱着可
能電源を含む任意の適当な電源が挙げられる。ＬＥＤディスプレイなど、任意選択の視覚
的インジケータ４３０を流量検出装置４００に設けることもでき、その場合には、視覚的
インジケータは、流量検出装置の状態又は動作を示す視覚的指示を提供するように構成可
能である。代替の構成では、流量検出装置４００は、視覚的指示を提供することに加えて
、又は視覚的指示を提供する代わりに、視覚的指示を２次電子装置４０２に通信すること
ができる。少なくともいくつかの構成では、流量検出装置４００は、視覚的インジケータ
又はディスプレイ４３２を有する２次電子装置４０２に表示命令を伝送するように適応可
能かつ構成可能である。視覚的インジケータ情報が２次電子装置４０２に伝送又は通信さ
れる場合には、２次電子装置のディスプレイ４３２が、状態又は動作を示す視覚的指示を
表示する。
【００４８】
　[0058]これに加えて、又は別法として、流量検出装置４００は、流量検出装置の使用中
に聴覚的情報をユーザに提供するように適応された聴覚的インジケータを含むように構成
することができる。代替の構成では、流量検出装置４００は、聴覚的指示を提供すること
に加えて、又は聴覚的指示を提供する代わりに、聴覚的指示を２次電子装置４０２に通信
することができる。当業者なら理解するであろうが、聴覚的指示は、視覚障害を持つユー
ザにとって特に有用である可能性がある。同様に、触覚ディスプレイを設けることもでき
る。
【００４９】
　[0059]流量検出装置は、携帯電話やスマートフォンなど、通信機能を有する電子装置と
通信するように適応可能かつ構成可能である。図４Ａから図４Ｇに示すように、流量検出
装置４００は、例えば２次電子装置４０２の一部分を取り囲むように構成可能な筐体４０
４を有する。図示のように、筐体４０４は、下側表面４０８と側壁４０９とを有し、２次
電子装置４０２を受けるように構成された開口を画定しており、この開口が内壁４０６を
有している。筐体のフォームファクタは説明を容易にするために方形として示してあるが
、当業者なら理解できるように、個別の筐体のフォームファクタは、２次電子装置４０２
（例えばアップル（Ａｐｐｌｅ）のアイフォン（ｉＰｈｏｎｅ（登録商標））やＲＩＭの
ブラックベリー（Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標））など）のフォームファクタとの相
互作用及び／又は通信のために最適化され、本開示の範囲を逸脱することなく様々なフォ
ームファクタ及び断面形状（例えば正方形、長方形、長円形など）を使用することができ
る。さらに、図示はしていないが、２次電子装置４０２と係合するいずれの実施形態の筐
体も、２次電子装置のフォームファクタを収容せずにこれに当接するように構成すること
ができる。或いは、筐体は、２次電子装置の後面と係合してもよいし、電子装置の底部を
収容してもよいし、２次電子装置の前面と係合してもよい。
【００５０】
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　[0060]その他の構成では、筐体４０４は、スピーカ４１０又はカメラに近接した位置又
は隣接する位置で２次電子装置と脱着可能に係合するように構成することができる。筐体
４０４は、さらに、様々な２次電子装置の構成と係合するように構成可能にすることもで
きる。
【００５１】
　[0061]インジケータは、動作状態に関する情報をユーザに提供する。いくつかの構成で
は、インジケータを使用してユーザと通信して、ユーザと流量検出装置との対話を改善す
ることができる。
【００５２】
　[0062]図４Ａから図４Ｂに示すように、マウスピース４４０を設けることもできる。流
量検出装置は、マイクロフォン４１０を有する電子装置４０２と通信する。流量検出装置
は、マウスピース４４０を有し、マウスピースと２次電子装置のマイクロフォン４１０と
の間にフィルタ４４２を位置決めすることができるように構成可能である。例えば、図示
のように、マイクロフォンは、２次電子装置の上側面に位置決めされ、マウスピースは、
患者がマウスピース上で息を吸ったり吐いたりするときに生じる音がマウスピースがマイ
クロフォンに近接しているためにマイクロフォンに伝わるように位置決めされる。任意の
適当な材料をフィルタとして使用することができることは、理解されるであろう。通常は
、フィルタは、呼吸システムの使用中に、例えば花粉など特定の物質が呼吸システムに侵
入するのを防止するように構成可能である。流量検出装置は、脱着可能電源４５０などの
電源を含む。
【００５３】
　[0063]マウスピースは、１つの材料から形成されるように、又は形成時に１回の動作で
済むように、一体形成することができる。少なくともいくつかの構成では、マウスピース
は、ヒンジ４４４を取り付けるか、又は屈曲可能にして、流量検出装置４００が２次電子
装置に接続されていない、又は２次電子装置と通信していないときに、マウスピースをヒ
ンジ部の周りで回転させて、図４Ｃの流量検出装置の側面図に示すように流量検出装置を
低背にすることができるようにする。
【００５４】
　[0064]図５Ａから図５Ｇに示すように、マウスピース５４０は、流量検出装置５００の
底部に構成することができる。図５Ａは、流量検出装置５００及び電子装置５０２を示す
前面図である。図５Ｂは、流量検出装置５００及び電子装置５０２を示す側面図である。
図５Ｃは、マウスピース５４０が第２の折畳み位置にある、流量検出装置５００を示す前
面図である。図５Ｄは、マウスピース５４０が外側に延びて使用できる状態になっている
、流量検出装置５００を示す側面図である。図５Ｅは、マウスピース５４０が外側に延び
て使用できる状態になっている、流量検出装置５００を示す底面図である。図５Ｆは、マ
ウスピース５４０が外側に延びて使用できる状態になっている、流量検出装置５００を示
す上面図である。図５Ｇは、マウスピース５４０が外側に延びて使用できる状態になって
いる、流量検出装置５００を示す立面図である。
【００５５】
　[0065]流量検出装置５００は、例えば２次電子装置５０２の一部分を取り囲むように構
成可能な筐体５０４を有する。図示のように、筐体５０４は、下側表面５０８と側壁５０
９とを有し、２次電子装置を受けるように構成された開口を画定しており、この開口が内
壁５０６を有している。他の構成の場合と同様に、筐体５０４は、スピーカ５１０に近接
した位置又は隣接する位置で２次電子装置と脱着可能に係合するように構成することがで
きる。この構成に示すように、スピーカは、２次電子装置の底面側に位置決めされる。筐
体５０４は、さらに、様々な２次電子装置の構成と係合するように構成可能にすることも
できる。さらに、オン／オフボタン５２０、任意選択の視覚的インジケータ５３０、及び
電源５５０が設けられる。マウスピース５４０は、筐体５０４の下側表面上に位置決めさ
れる。マウスピースは、脱着可能及び／又はヒンジ式にして、使用しないとき、又は格納
状態にするときに、筐体５０４に押しつけた平坦又は実質的に平坦な姿勢にすることがで
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きる。マウスピース５４０は、筐体から延ばす、又は筐体から離れるように回転させて、
筐体からマウスピースの端部を離すことができる。
【００５６】
　[0066]当業者なら理解するであろうが、コンデンサマイクロフォンは、前板の振動板を
振動させて音を拾うために音波の力に依拠しているので、風（自然の風、又は人が発生さ
せる破裂音）が偶発的に振動板を押してしまう可能性がある。最悪の場合のシナリオでは
、前板の振動板が強い風によって押されて、背板まで移動する可能性がある。その結果と
して、振動板は、それ以上振動することができなくなり、マイクロフォンからオーディオ
信号が得られなくなる。
【００５７】
　[0067]マウスピースは、さらに、キットの一部を形成する脱着可能及び／又は使い捨て
式のユニットとなるように構成可能にすることができる。図５に示すように、一体形成さ
れた、又は脱着可能なウィンドスクリーン５６０を設けることもできる。或いは、ウィン
ドスクリーンも、別のキット構成要素として、脱着可能及び／又は使い捨て式にすること
ができる。
【００５８】
　[0068]さらに図５に示すように、流量検出装置は、スマートフォン２０８などの携帯型
電子装置と係合するように構成可能である。流量検出装置は、携帯型電子装置に接続又は
係合することができる、或いは携帯型電子装置と無線通信することができる。携帯型電子
装置と組み合わせた流量検出装置は、さらに、プローブのマイクロフォン振動板の振動解
析を実行して、その結果を、流量検出装置、携帯型電子装置、又は通信ネットワークを介
して流量検出装置と通信する計算装置のいずれかに表示するように構成又はプログラムす
ることができる。
【００５９】
　[0069]図６から図６Ｄは、マイクロフォン６１０が流量検出装置の筐体６０４に設けら
れた、患者の吸気流及び／又は呼気流を測定するように適応及び構成された流量検出装置
６００の代替実施形態を示す図である。電源ボタン６２０及び視覚的インジケータ６３０
も設けることができる。ここに示すように、（上記に示した）マウスピースの代わりに音
響センサ６１２を設けることもできる。流量検出装置６００は、検出した呼吸に関連する
値を、携帯電話などの２次電子装置に通信するように構成可能である。或いは、流量検出
装置は、呼吸に関連する値を解析し、その後解析した情報を２次電子装置に通信するよう
に構成することができる。
【００６０】
　[0070]さらに、振動板からのデータは、プローブのマイクロフォン振動板の振動解析を
行う中央位置にネットワークを介して伝送することができ、その後、その結果をネットワ
ークを介してユーザに返送することができる。少なくともいくつかの構成では、ネットワ
ークは、患者からの１つ又は複数の読みに関する情報を収集し、その情報を別の位置（例
えば医療供給者、又はそれらの読みが危険な読みを示している場合には救急サービス）に
伝送する、又はデータ管理システムでユーザが利用できるようにすることができる。
【００６１】
　[0071]図７Ａから図７Ｇは、カメラ７１１又は画像を取り込むことができるその他の任
意の適当な装置を備える２次電子装置７０２と通信するように構成可能な流量検出装置７
００を示す図である。図７Ａは、流量検出装置７００及び電子装置７０２を示す前面図で
ある。図７Ｂは、流量検出装置７００及び電子装置７０２を示す側面図である。図７Ｃは
、マウスピース７４０が第２の折畳み位置にある、流量検出装置７００を示す前面図であ
る。図７Ｄは、マウスピース７４０が外側に延びて使用できる状態になっている、流量検
出装置７００を示す側面図である。図７Ｅは、マウスピース７４０が外側に延びて使用で
きる状態になっている、流量検出装置７００を示す底面図である。図７Ｆは、マウスピー
ス７４０が外側に延びて使用できる状態になっている、流量検出装置７００を示す上面図
である。図７Ｅは、マウスピース７４０が外側に延びて使用できる状態になっている、流
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量検出装置７００を示す立面図である。
【００６２】
　[0072]流量検出装置７００にプロセッサを設けて、例えば流量検出装置の動作、２次電
子装置７０２との通信、及び望ましいその他のプロセスを制御することができる。
【００６３】
　[0073]流量検出装置７００は、オン／オフボタン７２０によって作動される電源（脱着
可能電源７５０など）を有する。電源としては、Ｌｉ電池やＮｉＣａｄ電池などの脱着可
能電源を含む任意の適当な電源が挙げられる。ＬＥＤディスプレイなど、任意選択の視覚
的インジケータ７３０を流量検出装置７００に設けることもでき、その場合には、視覚的
インジケータは、流量検出装置の状態又は動作を示す視覚的指示を提供するように構成可
能である。少なくともいくつかの構成では、流量検出装置７００は、視覚的インジケータ
又はディスプレイ７３２を有する２次電子装置に表示命令を伝送するように適応可能かつ
構成可能である。視覚的インジケータ情報が２次電子装置に伝送又は通信される場合には
、２次電子装置のディスプレイ７３２が、状態又は動作を示す視覚的指示を表示する。こ
れに加えて、又は別法として、流量検出装置の使用中に聴覚的情報をユーザに提供する聴
覚的インジケータを設けることもできる。聴覚的指示は、視覚障害を持つユーザにとって
特に有用である可能性がある。同様に、触覚ディスプレイを設けることもできる。
【００６４】
　[0074]流量検出装置は、携帯電話やスマートフォンなど、通信機能を有する電子装置と
通信するように適応可能かつ構成可能である。図７Ａから図７Ｇに示すように、流量検出
装置７００は、例えば２次電子装置７０２の一部分を取り囲むように構成可能な筐体７０
４を有する。図示のように、筐体７０４は、下側表面７０８と側壁７０９とを有し、２次
電子装置を受けるように構成された開口を画定しており、この開口が内壁７０６を有して
いる。筐体のフォームファクタは説明を容易にするために方形として示してあるが、当業
者なら理解できるように、個別の筐体のフォームファクタは、２次電子装置（例えばアッ
プルのアイフォンやＲＩＭのブラックベリーなど）のフォームファクタとの相互作用のた
めに最適化され、本開示の範囲を逸脱することなく様々なフォームファクタ及び断面形状
（例えば正方形、長方形、長円形など）を使用することができる。さらに、図示はしてい
ないが、２次電子装置と係合するいずれの実施形態の筐体も、２次電子装置のフォームフ
ァクタを収容せずにこれに当接するように構成することができる。
【００６５】
　[0075]その他の構成では、筐体７０４は、カメラ７１１に近接した位置又は隣接する位
置で２次電子装置７０２と脱着可能に係合するように構成して、例えばユーザが流量検出
装置７００のマウスピースに吹き込む息の回数、持続時間及び質をカメラがカウントでき
るようにすることができる。筐体７０４は、さらに、例えばカメラの位置決めなどを考慮
して、様々な２次電子装置の構成と係合するように構成可能にすることもできる。
【００６６】
　[0076]インジケータは、動作状態に関する情報をユーザに提供する。いくつかの構成で
は、インジケータを使用してユーザと通信して、ユーザと流量検出装置との対話を改善す
ることができる。
【００６７】
　[0077]図７Ａから図７Ｂに示すように、マウスピース７４０を設けることもできる。流
量検出装置は、カメラ７１０を有する電子装置７０２と通信する。流量検出装置は、マウ
スピース７４０を有し、マウスピースと２次電子装置のマイクロフォン７１０との間にフ
ィルタ７４２を位置決めすることができるように構成可能である。例えば、図示のように
、マイクロフォンは、２次電子装置の上側面に位置決めされ、マウスピースは、患者がマ
ウスピース上で息を吸ったり吐いたりするときに生じる音がマウスピースがマイクロフォ
ンに近接しているためにマイクロフォンに伝わるように位置決めされる。任意の適当な材
料をフィルタとして使用することができることは、理解されるであろう。通常は、フィル
タは、呼吸システムの使用中に、例えば花粉など特定の物質が呼吸システムに侵入するの



(26) JP 2014-530670 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

を防止するように構成可能である。流量検出装置は、脱着可能電源７５０などの電源を含
む。
【００６８】
　[0078]マウスピースは、１つの材料から形成されるように、又は形成時に１回の動作で
済むように、一体形成することができる。少なくともいくつかの構成では、マウスピース
は、ヒンジ７４４を取り付けるか、又は屈曲可能にして、流量検出装置７００が２次電子
装置に接続されていない、又は２次電子装置と通信していないときに、マウスピースをヒ
ンジ部の周りで回転させて、図７Ｃの流量検出装置の側面図に示すように流量検出装置を
低背にすることができるようにする。カメラによって行われる評価は、任意の適当な技術
で使用することができる。
【００６９】
　[0079]図８を参照すると、患者の口内に嵌合するように構成可能なマウスピース８４０
を有する、咬翼８４２を含む装置８００が示してある。装置８００は、回転羽根又は回転
羽根車８４４を２次電子装置のカメラ８１２に隣接して位置決めするように適応可能かつ
構成可能である。装置８００は、例えば電話８０２に取り付けられて、カメラが装置の筐
体８０４内に接続されたタービン羽根８４４の回転を近接してみることができるようにす
る筐体８０４を有する。回転羽根又は回転羽根車８４４は、空気が羽根の軸を横切るよう
に通るときに自由に回転できるような構造になっている。回転羽根車と筐体を軸によって
接続してもよいし、或いは羽根車又は羽根自体が一体化された支持台又は心棒を備えて、
自由に回転できる状態で筐体に挿入できるようにしてもよい。筐体８０４は、各端部に２
つの開口を有することになり、基本的に円筒状の外観となり、患者の口を筐体の一端につ
け、筐体の他方の端部は開いたままにして、患者が筐体を通して自由に呼吸できるように
なっている。患者が呼吸すると、筐体内に収容された羽根車又は羽根が回転し、電話のカ
メラがその回転数をカウントする。次いで、電話又は処理装置がこれらの回転を相関させ
て、その患者の呼吸流の正確な測定値を得、その後スパイロメトリを計算する。次いで、
この流れを時間について積分して、体積の計算値を得る。羽根車の回転方向は、呼吸すな
わち吸気又は呼気の方向を示す。筐体は、必要に応じてマウスピースを有して、筐体／羽
根車アセンブリに対する患者の口の密封性を改善することができる。カメラ機能は、一連
の写真又はフレーム或いはビデオシーケンスのいずれかを撮影するように動作することが
でき、それにより、毎秒あたりの明確なフレーム数を最適化して回転数を測定することが
できる。
【００７０】
　[0080]その他の態様は、１つ又は複数のネットワーク化された装置を含む。ネットワー
ク化された装置は、メモリ、プロセッサ、通信機、ディスプレイ、及び本明細書に記載す
る呼気流量を検出する装置を含む。
【００７１】
　[0081]いくつかの態様では、通信システムが提供される。通信システムは、本明細書に
記載する呼気流量を検出する装置と、サーバコンピュータシステムと、流量の特徴を測定
する装置からの流量測定値をネットワークを介して伝送することを可能にする、サーバコ
ンピュータシステム上の測定モジュールと、流量の特徴を測定するシステムのうちの少な
くとも１つに接続されて、流量測定値に関するメッセージを作成し、そのメッセージをＡ
ＰＩ統合ネットワークを介して所定の受信側ユーザ名を有する受信側に伝送するＡＰＩエ
ンジン、流量の特徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つに接続されて、流量測定
値に関するＳＭＳメッセージを作成し、そのＳＭＳメッセージをネットワークを介して所
定の流量測定値受信側電話番号を有する受信側に伝送するＳＭＳエンジン、及び流量の特
徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つに接続されて、流量測定値に関する電子メ
ールメッセージを作成し、その電子メールメッセージをネットワークを介して所定の流量
測定値受信側電子メールアドレスを有する流量測定値受信側電子メールに伝送する電子メ
ールエンジンのうちの少なくとも１つとを含む。流量測定値を流量の特徴を測定するシス
テムのサーバデータベースに記憶する記憶モジュールも、サーバコンピュータシステムに
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設けることができる。さらに、流量の特徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つは
、携帯電話ネットワーク及びインターネットネットワークのうちの少なくとも１つを介し
てサーバコンピュータシステムに接続可能であり、流量測定値受信側の電子装置のブラウ
ザを使用して、サーバコンピュータシステムのインタフェースを取り出す。さらに、流量
の特徴を測定するシステムのデータベースに複数の電子メールアドレスが保持され、それ
らのうちの一部をコンピュータシステムから個別に選択可能であり、電子メールメッセー
ジは、少なくとも１つの選択された電子メールアドレスを有する少なくとも１つの流量測
定値受信側電子メールに伝送される。場合によっては、流量の特徴を測定するシステムの
うちの少なくとも１つは、インターネットを介してサーバコンピュータシステムに接続可
能であり、流量測定値受信側の電子装置のブラウザを使用して、サーバコンピュータシス
テムのインタフェースを取り出す。このシステムが例えば医療供給者と通信している場合
には、呼気流量を検出するシステムのデータベースに複数のユーザ名が保持され、それら
のうちの一部をコンピュータシステムから個別に選択可能であり、メッセージは、ＡＰＩ
を介して少なくとも１つの流量測定値受信側ユーザ名に伝送される。流量測定値受信側の
電子装置も、インターネットを介してサーバコンピュータシステムに接続可能にすること
ができ、流量測定値受信側の電子装置のブラウザを使用して、サーバコンピュータシステ
ムのインタフェースを取り出す。また、流量測定値受信側の電子装置は、電子装置が移動
装置である場合などには、携帯電話ネットワークを介してサーバコンピュータシステムに
接続してもよい。さらに、このシステムは、サーバコンピュータシステム上のインタフェ
ースを含むことができ、このインタフェースは、流量測定値受信側の移動装置上のアプリ
ケーションによって取り出すことができる。場合によっては、流量測定値受信側の移動装
置のメッセージアプリケーションは、ＳＭＳ流量測定値を受信することもある。流量の測
定で複数のＳＭＳ流量測定値を受信する場合には、そのそれぞれを、それぞれの流量測定
値受信側の移動装置のそれぞれのメッセージアプリケーションが受信する。少なくとも１
つのＳＭＳエンジンは、流量測定値受信側の移動装置から携帯電話ＳＭＳネットワークを
介してＳＭＳ応答を受信するように構成することができ、サーバコンピュータシステムに
ＳＭＳ応答を記憶する。さらに、流量測定値受信側の電話番号ＩＤも、ＳＭＳ流量測定値
とともにＳＭＳエンジンに伝送され、これをサーバコンピュータシステムが使用して、Ｓ
ＭＳ流量測定値をＳＭＳ応答と関連付ける。さらに、サーバコンピュータシステムは、流
量測定値受信側の移動装置から応答を受信するように、携帯電話ネットワークを介して接
続可能にすることができる。ＳＭＳ流量測定値は、流量測定値受信側の移動装置からサー
バコンピュータシステムに応答するために流量測定値受信側の移動装置で選択可能なＵＲ
Ｌを含むこともでき、サーバコンピュータシステムは、このＵＲＬを利用して、応答をＳ
ＭＳ流量測定値と関連付ける。通信システムは、少なくともいくつかの構成では、流量測
定値受信側の移動装置上に常駐するダウンロード可能なアプリケーションをさらに含むこ
とができ、このダウンロード可能なアプリケーションは、応答及び流量測定値受信側の電
話番号ＩＤを携帯電話ネットワークを介してサーバコンピュータシステムに伝送し、サー
バコンピュータシステムは、この流量測定値受信側電話番号ＩＤを利用して、応答をＳＭ
Ｓ流量測定値と関連付ける。他の構成では、このシステムは、携帯電話ＳＭＳネットワー
クを介して流量測定値を送信するのと平行して、携帯電話ＳＭＳネットワーク以外のネッ
トワークを介して流量測定値を流量測定値受信側のユーザコンピュータシステムに伝送す
る伝送モジュール、及び／又は流量測定値受信側のホストコンピュータ上に常駐するダウ
ンロード可能なアプリケーションを含むことができ、このダウンロード可能なアプリケー
ションは、応答及び流量測定値受信側の電話番号ＩＤを携帯電話ネットワークを介してサ
ーバコンピュータシステムに伝送し、サーバコンピュータシステムは、この流量測定値受
信側電話番号ＩＤを利用して、応答をＳＭＳ流量測定値と関連付ける。
【００７２】
　[0082]その他の態様は、１つ又は複数のネットワーク化された装置を含む。ネットワー
ク化された装置は、メモリ、プロセッサ、通信機、ディスプレイ、及び本明細書に説明す
る呼気流量を検出する装置を含む。
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【００７３】
　[0083]いくつかの態様では、通信システムは、本明細書に記載する呼気流量を検出する
装置と、サーバコンピュータシステムと、流量の特徴を測定するシステムからの流量測定
値をネットワークを介して伝送することを可能にする、サーバコンピュータシステム上の
測定モジュールと、流量の特徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つに接続されて
、流量測定値に関するメッセージを作成し、そのメッセージをＡＰＩ統合ネットワークを
介して所定の受信側ユーザ名を有する受信側に伝送するＡＰＩエンジン、流量の特徴を測
定するシステムのうちの少なくとも１つに接続されて、流量測定値に関するＳＭＳメッセ
ージを作成し、そのＳＭＳメッセージをネットワークを介して所定の流量測定値受信側電
話番号を有する受信側に伝送するＳＭＳエンジン、及び流量の特徴を測定するシステムの
うちの少なくとも１つに接続されて、流量測定値に関する電子メールメッセージを作成し
、その電子メールメッセージをネットワークを介して所定の流量測定値受信側電子メール
アドレスを有する流量測定値受信側電子メールに伝送する電子メールエンジンのうちの少
なくとも１つとを含む。流量測定値を流量の特徴を測定するシステムのサーバデータベー
スに記憶する記憶モジュールも、サーバコンピュータシステムに設けることができる。さ
らに、流量の特徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つは、携帯電話ネットワーク
及びインターネットネットワークのうちの少なくとも１つを介してサーバコンピュータシ
ステムに接続可能であり、流量測定値受信側の電子装置のブラウザを使用して、サーバコ
ンピュータシステムのインタフェースを取り出す。さらに、流量の特徴を測定するシステ
ムのデータベースに複数の電子メールアドレスが保持され、それらのうちの一部をコンピ
ュータシステムから個別に選択可能であり、電子メールメッセージは、少なくとも１つの
選択された電子メールアドレスを有する少なくとも１つの流量測定値受信側電子メールに
伝送される。場合によっては、流量の特徴を測定するシステムのうちの少なくとも１つは
、インターネットを介してサーバコンピュータシステムに接続可能であり、流量測定値受
信側の電子装置のブラウザを使用して、サーバコンピュータシステムのインタフェースを
取り出す。このシステムが例えば医療供給者と通信している場合には、呼気流量を検出す
るシステムのデータベースに複数のユーザ名が保持され、それらのうちの一部をコンピュ
ータシステムから個別に選択可能であり、メッセージは、ＡＰＩを介して少なくとも１つ
の流量測定値受信側ユーザ名に伝送される。流量測定値受信側の電子装置も、インターネ
ットを介してサーバコンピュータシステムに接続可能にすることができ、流量測定値受信
側の電子装置のブラウザを使用して、サーバコンピュータシステムのインタフェースを取
り出す。また、流量測定値受信側の電子装置は、電子装置が移動装置である場合などには
、携帯電話ネットワークを介してサーバコンピュータシステムに接続してもよい。さらに
、このシステムは、サーバコンピュータシステム上のインタフェースを含むことができ、
このインタフェースは、流量測定値受信側の移動装置上のアプリケーションによって取り
出すことができる。場合によっては、流量測定値受信側の移動装置のメッセージアプリケ
ーションは、ＳＭＳ流量測定値を受信することもある。流量の測定で複数のＳＭＳ流量測
定値を受信する場合には、そのそれぞれを、それぞれの流量測定値受信側の移動装置のそ
れぞれのメッセージアプリケーションが受信する。少なくとも１つのＳＭＳエンジンは、
流量測定値受信側の移動装置から携帯電話ＳＭＳネットワークを介してＳＭＳ応答を受信
するように構成することができ、サーバコンピュータシステムにＳＭＳ応答を記憶する。
さらに、流量測定値受信側の電話番号ＩＤも、ＳＭＳ流量測定値とともにＳＭＳエンジン
に伝送され、これをサーバコンピュータシステムが使用して、ＳＭＳ流量測定値をＳＭＳ
応答と関連付ける。さらに、サーバコンピュータシステムは、流量測定値受信側の移動装
置から応答を受信するように、携帯電話ネットワークを介して接続可能にすることができ
る。ＳＭＳ流量測定値は、流量測定値受信側の移動装置からサーバコンピュータシステム
に応答するために流量測定値受信側の移動装置で選択可能なＵＲＬを含むこともでき、サ
ーバコンピュータシステムは、このＵＲＬを利用して、応答をＳＭＳ流量測定値と関連付
ける。通信システムは、少なくともいくつかの構成では、流量測定値受信側の移動装置上
に常駐するダウンロード可能なアプリケーションをさらに含むことができ、このダウンロ
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ード可能なアプリケーションは、応答及び流量測定値受信側の電話番号ＩＤを携帯電話ネ
ットワークを介してサーバコンピュータシステムに伝送し、サーバコンピュータシステム
は、この流量測定値受信側電話番号ＩＤを利用して、応答をＳＭＳ流量測定値と関連付け
る。他の構成では、このシステムは、携帯電話ＳＭＳネットワークを介して流量測定値を
送信するのと平行して、携帯電話ＳＭＳネットワーク以外のネットワークを介して流量測
定値を流量測定値受信側のユーザコンピュータシステムに伝送する伝送モジュール、及び
／又は流量測定値受信側のホストコンピュータ上に常駐するダウンロード可能なアプリケ
ーションを含むことができ、このダウンロード可能なアプリケーションは、応答及び流量
測定値受信側の電話番号ＩＤを携帯電話ネットワークを介してサーバコンピュータシステ
ムに伝送し、サーバコンピュータシステムは、この流量測定値受信側電話番号ＩＤを利用
して、応答をＳＭＳ流量測定値と関連付ける。
【００７４】
ＶＩ．キット
　[0001]装置を使用して呼気流量を試験するのに必要な全ての装置、ツール、構成要素、
材料及びアクセサリを１つのキットにまとめることで、装置の可用性及び利便性を高める
ことができる。適当なキットは、例えば、電子呼気流測定装置、フィルタ、ウィンドスク
リーン、電子デバイスのコネクタ又はアダプタ、マウスピース、フィルタ、電源、装置か
らの情報収集及び／或いは中央データベース又はシステムへの情報提供を行うように構成
可能なソフトウェアプログラム（アプリケーション）、並びにアルコール消毒綿などを含
むことができる。
【００７５】
ＶＩＩ．所望の技術的効果又は転換を実現するように計算及びネットワーク環境で動作す
るように構成可能なシステム
　[0084]図９は、本開示による適当なシステムの構成要素間の相互関係を示す図である。
環境データ９１０は、図２を参照して上記で開示した電子装置などの電子装置と関連付け
られたセンサから取得することもできるし、或いはＧＰＳによって決定される位置など電
子装置の位置に基づいて環境データを提供するウェブサイトなど、遠隔のソースから取得
することもできる。患者流量データ９１２も、流量検出器により得られる。さらに、必要
なら、ユーザ入力９１４、及び位置、高度、温度などの電子装置データ９１６も取得する
ことができる。次いで、これらの情報を、ネットワーク上又は電子装置上に位置するデー
タ処理システム９２０を用いて処理して、喘息出力９３０を生成する。次いで、この情報
を、１つ又は複数の遠隔位置（医師の診察室又はその他のユーザなど）に返送することが
できる。さらに、入力は能動入力でも受動入力でもよい。能動入力は、例えば現在の条件
や薬剤などに関する情報をユーザが入力するときに起こる。受動入力は、装置を用いるな
どのアクションをユーザが起こしたことをシステムが記録するときに起こる。
【００７６】
　[0085]システムは、心拍モニタからのデータ、心音センサからのデータ、及びパルスオ
キシメトリ装置（動脈血流中の酸素飽和度を感知する装置）からのデータなど、２次測定
装置からデータを受信することもできる。さらに、システムは、医療供給者から処方され
た投薬計画の遵守、検査及び／又はモニタリング計画の遵守、システムが生成する勧告の
遵守、医療供給者の勧告の遵守などに関する１つ又は複数のデータなどの行動データを受
信することもできる。
【００７７】
　[0086]システムは、その患者の同様の条件下での過去の履歴、同様のプロフィル又は同
様の履歴を有するその他のシステムユーザの実時間結果、及び以前に経験した同様の条件
下での同様のプロフィル又は同様の履歴を有するその他のシステムユーザの履歴結果のう
ちの１つ又は複数に基づいて、特定の患者の環境情報を解析することができる。
【００７８】
　[0087]少なくともいくつかの構成では、システムは、その患者の同様の条件下での過去
の履歴、同様のプロフィル又は同様の履歴を有するその他のシステムユーザの実時間結果



(30) JP 2014-530670 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

、及び以前に経験した同様の条件下での同様のプロフィル又は同様の履歴を有するその他
のシステムユーザの履歴結果のうちの１つ又は複数に基づいて、環境情報を動的に解析す
る。動的な解析又は処理は、時間の経過及び／又は力の源の有無に影響を受ける可能性が
ある。少なくともいくつかの構成では、データは、システムが決定した、又はユーザが選
択した時間間隔でリフレッシュ及び／又は解析される。いくつかの構成では、解析及び処
理は、例えば何らかの動きが検出されたときに高い頻度で起こり、有意な動きが検出され
ないときには低い頻度で起こるようにすることもできる。
【００７９】
　[0088]システムは、呼吸発作症状の可能性に対する警告、環境の変化に備えるよう求め
る提案、及び特定の地勢における現在の、又は予想される将来の状態に対する反応に関す
る履歴情報などを患者に送信するように構成可能である。さらに、システムは、追加のデ
ータ、警告又は報告をユーザの医療供給者に提供して、医療供給者が状態をモニタリング
し、必要なら治療計画の変更を提案できるようにすることができる。いくつかの構成では
、システムは、ユーザの位置及び呼吸イベントの性質について救急サービスに対して警告
するように構成可能である。
【００８０】
　[0089]いくつかの構成では、環境データは、搭載型環境センサの動作中に連続的に受信
することができる。環境センサデータは、例えば、湿度センサ、温度センサ、高度センサ
、ＧＰＳセンサ、浮遊粒子センサ又はその他の適当なセンサなど、患者の体に取り付けた
、又はその付近に設けたセンサによって収集することができる。センサは、装置又は電子
装置と連動させることができる。場合によっては、環境データを前処理して、環境喘息ト
リガを示す指示を生成することもできる。この情報を、その患者の履歴データと比較する
こともできる。他の構成では、環境情報は、ｗｗｗ．ｐｏｌｌｅｎ．ｃｏｍなどの外部ソ
ースから入手可能である。いくつかの構成では、高度は、ＧＰＳ位置に基づいて決定する
ことができる。例えば空気汚染データ、浮遊粒子状物質データ、浮遊刺激物データ、周囲
温度、温度変化及び湿度データなど、その他の環境データを調査することもできる。
【００８１】
　[0090]その他の態様は、１つ又は複数のネットワーク化装置を含む。ネットワーク化さ
れた装置は、メモリ、プロセッサ、通信機、ディスプレイ、及び本明細書に記載する呼気
流量を検出する装置を含む。
【００８２】
　[0091]通信システムは、電子装置の少なくとも１つに接続されて、呼吸発作症状データ
に関するメッセージを作成し、そのメッセージをＡＰＩ統合ネットワークを介して所定の
受信側ユーザ名を有する受信側に伝送するＡＰＩエンジン、このシステムに接続されて、
呼吸発作症状データに関するＳＭＳメッセージを作成し、そのＳＭＳメッセージをネット
ワークを介して所定の呼吸発作症状データ受信側電話番号を有する受信側に伝送するＳＭ
Ｓエンジン、及びこのシステムに接続されて、呼吸発作症状データに関する電子メールメ
ッセージを作成し、その電子メールメッセージをネットワークを介して受信側電子メール
に伝送する電子メールエンジンのうちの少なくとも１つを有するように構成される。
【００８３】
　[0092]流量の特徴を測定するシステムのサーバデータベースに呼吸発作症状データを記
憶する記憶モジュールも、サーバコンピュータシステムに設けることができる。さらに、
このシステムは、携帯電話ネットワーク及びインターネットネットワークのうちの少なく
とも１つを介してサーバコンピュータシステムに接続可能であり、受信側の電子装置のブ
ラウザを使用して、サーバコンピュータシステムのインタフェースを取り出すことができ
る。さらに、システムのデータベースには複数の電子メールアドレスが保持され、それら
電子メールアドレスのうちの一部をコンピュータシステムから個別に選択可能であり、電
子メールメッセージは、少なくとも１つの選択された電子メールアドレスを有する少なく
とも１つのデータ受信側電子メールに伝送される。場合によっては、このシステムは、イ
ンターネットを介してサーバコンピュータシステムに接続可能であり、電子装置のブラウ
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ザを使用して、サーバコンピュータシステムのインタフェースを取り出す。このシステム
のデータベースには複数のユーザ名が保持され、それらのユーザ名のうちの一部をコンピ
ュータシステムから個別に選択可能であり、メッセージをＡＰＩを介して少なくとも１つ
の呼吸発作症状データ受信側ユーザ名に伝送できるようにしている。
【００８４】
　[0093]その他の態様は、１つ又は複数のネットワーク化装置を含む。ネットワーク化さ
れた装置は、メモリ、プロセッサ、通信機、ディスプレイ、及び本明細書に記載するユー
ザ入力速度を受信する装置を含む。
【００８５】
ＶＩＩＩ．実施例
　[0002]実施例１：第１のユーザは、そのユーザから流量データを取得して、その情報を
手持ち型装置に記憶する、最大流量装置を使用する。さらに、このユーザは、例えばその
ユーザがどのように感じたか、そのユーザがストレスを感じたかどうか（またそのストレ
スのレベル）、そのユーザが頭痛を感じているかどうかなど、最大流量測定値を取った時
点のレコードに関連する、又はそのレコードにとって望ましい可能性がある追加のデータ
を、手持ち型装置上のプログラムに入力することもできる。この追加データの入力は、例
えば、１日のうちの様々な時間に表示される１つ又は複数の定期的な質問を与えることに
よって、或いはさらに包括的な患者データ入力及び／又は問合せプロセスによって行うこ
とができる。情報としては、ＧＰＳタグなどの地理学的な位置決めデータ、日時情報、及
び周囲条件データなども挙げられる。周囲条件データとしては、気象条件、温度、汚染、
花粉数、大気清浄度などが挙げられるが、これらに限定されるわけではない。第１のユー
ザの状態は、ネットワークを介してサーバにアップロードされる。必ずしも最大流量デー
タを提供しているとは限らない第２のユーザ又は後続のユーザの１人又は複数が条件変化
があったことを報告すると、その１人又は複数の第２又は後続のユーザの１つ又は複数の
報告は、ネットワークを介してサーバにアップロードされる。次いで、第１のユーザ及び
第２のユーザが両方とも、システムが設定した地域（例えば半径０．５マイル、半径１マ
イル、半径１．５マイル、半径２マイル、半径２．５マイル、半径３．０マイル、半径３
．５マイル、半径４．０マイル、半径４．５マイル、半径５．０マイルなど）内に位置し
ているという評価が行われる。少なくともいくつかの構成では、（地理学的評価と同時に
、又は順番に）別の評価を行って、パターンが存在するかどうかを判定することもできる
。第１のユーザと第２又は後続のユーザのうちの１人又は複数との間に地理学的リンクが
確立されたら、ユーザプロフィルデータ及び／又は傾向データの比較を行って、同じ１つ
又は複数の地域内に位置する同様のプロフィル及び／又は傾向データを有するその他のユ
ーザを特定する。さらに、同様の条件及び／又は同様の地勢に対するユーザの履歴応答及
び／又は履歴傾向の評価を行うことができる。次いで、それらのユーザ及びネットワーク
上のその他の任意のユーザに対し、発作症状を引き起こす恐れのある条件が存在している
ことを認識するように助言する警告を生成する。この警告は、ユーザがアクションを起こ
すことを求める具体的な提案を行うように構成することもできる。警告は、電子メール、
テキストメッセージ、ポップアップ、又はユーザが選択したその他の任意の機構によって
ユーザに送信することができる。
【００８６】
　[0003]実施例２：第１のユーザは、例えばハイリスク側への条件変化などの条件変化が
あったことを、（例えばテキストを入力する、定期問合せに応答する、生物学的測定を行
う装置とインタフェースをとることにより）手持ち型装置に報告する。この報告は、ＧＰ
Ｓタグなどの地理学的位置決めデータを含む。第１のユーザの状態は、ネットワークを介
してサーバにアップロードされる。第２のユーザは、条件変化があったことを報告し、そ
の第２のユーザの報告も、ネットワークを介してサーバにアップロードされる。次いで、
第１のユーザ及び第２のユーザが両方とも、システムが設定した地域（例えば半径０．５
マイル、半径１マイル、半径１．５マイル、半径２マイル、半径２．５マイル、半径３．
０マイル、半径３．５マイル、半径４．０マイル、半径４．５マイル、半径５．０マイル
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など）内に位置しているという評価が行われる。第１のユーザと第２のユーザとの間に地
理学的リンクが確立されたら、ユーザプロフィルデータの比較を行って、同じ地域内に位
置する同様のプロフィルを有するその他のユーザを特定する。さらに、同様の条件に対す
るユーザの履歴応答の評価を行うことができる。次いで、それらのユーザに対し、発作症
状を引き起こす恐れのある条件が存在していることを認識するように助言する警告を生成
する。この警告は、ユーザがアクションを起こすことを求める具体的な提案を行うように
構成することもできる。警告は、電子メール、テキストメッセージ、ポップアップ、又は
ユーザが選択したその他の任意の機構によってユーザに送信することができる。
【００８７】
　[0004]実施例３：第１のユーザは、例えばハイリスク側への条件変化などの条件変化が
あったことを、（例えばテキストの入力、生物学的測定を行う装置とのインタフェース接
続、及び／又は定期問合せへの応答により）手持ち型装置に報告する。この報告は、ＧＰ
Ｓタグなどの地理学的位置決めデータを含む。第１のユーザの状態は、ネットワークを介
してサーバにアップロードされる。第２のユーザは、条件変化があったことを報告し、そ
の第２のユーザの報告も、ネットワークを介してサーバにアップロードされる。次いで、
両ユーザがともに、システムが設定した地域（例えば半径０．５マイル、半径１マイル、
半径１．５マイル、半径２マイル、半径２．５マイルなど）内に位置しているという評価
が行われる。システムは、両ユーザがともに森である地域内に位置していると判定する。
その地域内の現在の環境トリガの評価を行う。ＧＰＳ位置特定に基づいて、ネットワーク
内でその地域に接近しつつあるユーザの評価を行う。次いで、それらのユーザに対し、自
分が接近しつつある地域内に発作症状を引き起こす恐れのある条件が存在していることを
認識するように助言する警告を生成する。この警告は、ユーザがアクションを起こすこと
を求める具体的な提案を行うように構成してもよいし、或いは、そのユーザ専用の予測と
いう形態にしてもよい。警告は、電子メール、テキストメッセージ、ポップアップ、又は
ユーザが選択したその他の任意の機構によってユーザに送信することができる。
【００８８】
　[0005]いくつかの構成では、警告は、条件を、以前にユーザが経験したインシデントと
比較して、ユーザに追加のコンテクストを与えることもできる。
【００８９】
　[0006]実施例４：第１のユーザの手持ち型電子装置は、通信ネットワークを介してネッ
トワークにＧＰＳ位置座標を送信する。この位置に基づいて、局所的な天候、大気清浄度
、及び花粉の数など（ただしこれらに限定されない）の環境条件に関するデータを取り出
す。呼吸発作症状を経験する予測確率の報告を生成し、通信ネットワークを介してユーザ
に提供する。この報告は、ユーザの履歴、ユーザのプロフィル、その他のユーザの履歴に
基づく問題を経験する確率、又はそれらの組合せに基づいて生成することができる。
【００９０】
　[0007]新たな位置を検出した時点で、システムは、ユーザに問い合わせて、その変化が
一時的なもの（例えば休暇など）であるのか永続的なもの（例えば移住など）であるのか
を決定することができる。さらに、一時的な変化の場合は、システムは、その期間の長さ
を問い合わせ、既知のデータ又は履歴データに基づいて呼吸機能に影響を及ぼす環境要因
に関する情報を提供することができる。
【００９１】
　[0008]実施例５：第１のユーザの手持ち型電子装置は、通信ネットワークを介してネッ
トワークにＧＰＳ位置座標を送信する。システムは、地理学的位置など、ユーザの履歴を
追跡する。ユーザが新たな地域に永続的又は準永続的に移住すると、システムは、ネット
ワークを介して手持ち型電子装置に投薬リマインダを送信する。投薬を変更するのが適当
である可能性がある地理学的位置にユーザが移住した場合には、現在の投薬及びその最適
な適用と環境要因の変化とを特定する通知、並びにユーザが自分の掛かり付け医に相談し
て、環境の変化による投薬又は治療計画の変更を行わないのが適当であることを確かめる
という提案を送達することができる。
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　[0009]実施例６：第１のユーザは、救急吸入器又はその他の介入処置の使用者に関連す
る情報を電子装置を介してアクセス可能なプログラムに提供する。装置は、データ及びタ
イムスタンプをその装置又は第３者ソースから得られるＧＰＳデータ及び環境情報ととも
に関連付ける。この情報を解析して、患者にとっての潜在的なトリガを識別する。ユーザ
が初期インシデントに関連する状態に近づきつつある状態にあることをシステムが検出す
ると、警告が生成されて、呼吸発作症状の可能性を回避する、又は最小限に抑えるための
回避行動措置を患者が取りやすくなるようにする。
【００９３】
　[0010]実施例７：ユーザのＧＰＳデータは、そのユーザが６０ＭＰＨの速度で移動して
おり、花粉の数が多い地域に接近していることを示す。システムは、投影した目的地（又
はユーザによって入力された目的地）とともに位置の変化速度についてのデータを考慮し
、呼吸発作症状を経験する可能性の動的投影をユーザに提供するように適応可能である。
情報を解析し、位置又は標高の変化速度或いは単なる時間経過から決定される割合又は頻
度でリフレッシュすることができる。
【００９４】
　[0094]本発明の好ましい実施形態について図示し、本明細書に説明したが、これらの実
施形態が例示のみを目的として与えたものであることは、当業者には明らかであろう。本
発明を逸脱することなく、多数の改変、変更及び置換を、当業者なら思い付くであろう。
本発明の実施に際しては、本明細書に記載した本発明の実施形態の様々な代替形態を利用
することができることを理解されたい。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲によって
定義されるものとし、これらの特許請求の範囲に含まれる方法及び構造並びにそれらの均
等物は、本発明によりカバーされるものとする。
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